
別紙１－１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

第２章 関税の確定、納付、徴収及び還付 

 

第２節 申告納税方式による関税の確定 

 

 （特例輸入者の承認申請手続） 

７の２－５ 法第７条の２第１項の規定に基づく承認（以下「特例輸入者

の承認」という。）の申請（以下この項から後記７の２－６までにおい

て「承認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」（Ｃ－

9000）（以下この項から後記７の２－７までにおいて「承認申請書」と

いう。）２通（原本、申請者用）を、原則として主たる貿易業務を行っ

ている事業所の所在地を管轄する税関の特例輸入者の承認に係る事務を

担当する担当部門（以下「特例輸入担当部門」という。）に提出するこ

とにより行う。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、承認申請書の提出先税関（以下

この項から後記７の13－１までにおいて「担当税関」という。）の最寄

りの官署（以下この項から後記７の13－１までにおいて「署所」とい

う。）の窓口担当部門（各税関の実情に応じて定める承認申請書の提出

先部門をいう。以下この項から後記７の13－１までにおいて同じ。）へ

提出することを妨げない。この場合において、当該承認申請書の提出が

あった署所の窓口担当部門は、当該承認申請書を速やかに本関の特例輸

入担当部門に送付するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、

次による。 

⑴～⑶ （省略） 

 

 （承認申請の撤回手続） 

７の２－６ 承認申請書の提出後において、承認又は不承認の通知までの

間に、申請の撤回の申出があった場合には、申請者の住所、氏名又は名

称及び輸出入者符号並びに撤回の理由を記載した任意の様式による「特

例輸入者承認申請撤回申請書」１通を担当税関の特例輸入担当部門へ提

出することにより行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、署所の窓

口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該申請書

第２章 関税の確定、納付、徴収及び還付 

 

第２節 申告納税方式による関税の確定 

 

 （特例輸入者の承認申請手続） 

７の２－５ 法第７条の２第１項の規定に基づく承認（以下「特例輸入者

の承認」という。）の申請（以下この項から後記７の２－６までにおい

て「承認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」（Ｃ－

9000）（以下この項から後記７の２－７までにおいて「承認申請書」と

いう。）２通（原本、申請者用）を、原則として主たる貿易業務を行っ

ている事業所の所在地を管轄する税関の特例輸入者の承認等に係る事務

を担当する担当部門（以下「特例輸入担当部門」という。）に提出する

ことにより行う。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、承認申請書の提出先税関（以下

この項から後記７の13－１までにおいて「担当税関」という。）の最寄

りの官署（以下この項から後記７の13－１までにおいて「署所」とい

う。）の窓口担当部門（各税関の実情に応じて定める承認申請書の提出

先部門をいう。以下この項から後記７の13－１までにおいて同じ。）へ

提出することを妨げない。この場合において、当該承認申請書を受理し

た署所の窓口担当部門は、当該承認申請書を速やかに本関の特例輸入担

当部門に送付するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、

次による。 

⑴～⑶ （同左） 

 

 （承認申請の撤回手続） 

７の２－６ 承認申請書の提出後において、承認又は不承認の通知までの

間に、申請の撤回の申出があった場合には、申請者の住所、氏名又は名

称及び輸出入者符号並びに撤回の理由を記載した任意の様式による「特

例輸入者承認申請撤回申請書」１通を担当税関の特例輸入担当部門へ提

出することにより行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、署所の窓

口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該申請書
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の提出があった署所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の特

例輸入担当部門に送付するものとする。 

 

 （承認等の通知） 

７の２－７ 令第４条の５第４項の規定に基づく承認又は不承認の申請者

への通知は、次による。 

⑴ （省略） 

⑵ 承認書等の交付は、承認申請書を受理した日（署所の窓口担当部門

に提出された場合にあっては、当該窓口担当部門に提出があった日）

から１月以内に行うよう努めることとするが、やむを得ない理由によ

り１月を超える場合は、あらかじめ申請者にその旨を通知するものと

する。 

 

 （承認内容の変更手続） 

７の２－８ 令第４条の５第５項の規定に基づく特例輸入者の承認内容の

変更の届出は、「特例輸入者等承認・認定内容変更届」（Ｃ－9030）２

通（原本、届出者用）を担当税関の特例輸入担当部門に提出することに

より行う。また、法第７条の５第１号イからチまでのいずれか又は法第

７条の11第１項第２号から第４号までのいずれかに該当することとなっ

た場合にはその旨を、次のいずれかに該当する場合にはその内容を承認

内容の変更手続により遅滞なく税関に届け出るようしょうようする。な

お、申請者の利便性等を考慮し、署所の窓口担当部門へ提出することを

妨げないこととするが、この場合においては、当該書面の提出があった

署所の窓口担当部門は、その書面を速やかに本関の特例輸入担当部門に

送付するものとする。 

⑴～⑷ （省略） 

 

 （電子メールによる送信） 

７の２－９ 以下の申請書等の提出又は送付については、税関の事務処理

上支障があると認められる場合を除き、当該申請書等を電子メールに添

付することにより行って差し支えない。この場合において、税関は必要

な確認等を行い、当該申請書等を受理したときは、その旨を電子メール

を受理した署所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の特例輸

入担当部門に送付するものとする。 

 

 （承認等の通知） 

７の２－７ 令第４条の５第４項の規定に基づく承認又は不承認の申請者

への通知は、次による。 

⑴ （同左） 

⑵ 承認書等の交付は、承認申請書を受理した日（署所の窓口担当部門

に提出された場合にあっては、当該窓口担当部門において受理した日

）から１月以内に行うよう努めることとするが、やむを得ない理由に

より１月を超える場合は、あらかじめ申請者にその旨を通知するもの

とする。 

 

 （承認内容の変更手続） 

７の２－８ 令第４条の５第５項の規定に基づく特例輸入者の承認内容の

変更の届出は、「特例輸入者等承認・認定内容変更届」（Ｃ－9030）２

通（原本、届出者用）を担当税関の特例輸入担当部門に提出することに

より行う。また、法第７条の５第１号イからチまでのいずれか又は法第

７条の11第１項第２号から第４号までのいずれかに該当することとなっ

た場合にはその旨を、次のいずれかに該当する場合にはその内容を承認

内容の変更手続により遅滞なく税関に届け出るようしょうようする。な

お、申請者の利便性等を考慮し、署所の窓口担当部門へ提出することを

妨げないこととするが、この場合においては、当該書面を受理した署所

の窓口担当部門は、その書面を速やかに本関の特例輸入担当部門に送付

するものとする。 

⑴～⑷ （同左） 

 

 （電子メールによる送信） 

７の２－９ 以下の申請書等の提出又は送付については、税関の事務処理

上支障があると認められる場合を除き、当該申請書等を電子メールに添

付することにより行って差し支えない。この場合において、税関は必要

な確認等を行い、当該申請書等を受理したときは、その旨を電子メール
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により申請者等に連絡するものとする。 

⑴及び⑵ （省略） 

⑶ 前記７の２－６、後記７の９－２又は７の13－１の申請書及び添付

書類 

⑷ 後記７の10－１の届出書 

 

 （申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出手続） 

７の10－１ 令第４条の13の規定による届出（以下この項において単に

「届出」という。）の手続については、次による。 

⑴ 届出を行おうとする場合には、「特例輸入者の承認等取りやめ届」

（Ｃ－9040）２通（原本、届出者用）を担当税関の特例輸入担当部門

に提出することにより行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、署

所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当

該届出に係る書面の提出があった署所の窓口担当部門は、その書面を

速やかに本関の特例輸入担当部門に送付するものとする。 

⑵ （省略） 

 

 （承継の承認申請手続等） 

７の13－１ 法第７条の13において準用する法第48条の２第２項又は第４

項の規定に基づく特例輸入者承認の承継の承認申請手続の取扱いは、次

による。 

⑴ 特例輸入者承認の承継の承認申請（以下この項において「承継の承

認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定の承継の承認申請書

」（Ｃ－9060）（以下この項において「承継の承認申請書」という。）

２通（原本、申請者用）を担当税関の特例輸入担当部門に提出するこ

とにより行わせるものとする。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、署所の窓口担当部門へ提出す

ることを妨げない。この場合において、当該申請書の提出があった署

所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の特例輸入担当部門

に送付するものとする。 

⑵～⑻ （省略） 

 

により申請者等に連絡するものとする。 

⑴及び⑵ （同左） 

⑶ 前記７の２－６、後記７の９－２、７の９－５又は７の13－１の申

請書及び添付書類 

⑷ 後記７の９－３、７の９－４又は７の10－１の届出書及び添付書類 

 

 （申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出手続） 

７の10－１ 令第４条の13の規定による届出（以下この項において単に

「届出」という。）の手続については、次による。 

⑴ 届出を行おうとする場合には、「特例輸入者の承認等取りやめ届」

（Ｃ－9040）２通（原本、届出者用）を担当税関の特例輸入担当部門

に提出することにより行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、署

所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当

該届出に係る書面を受理した署所の窓口担当部門は、その書面を速や

かに本関の特例輸入担当部門に送付するものとする。 

⑵ （同左） 

 

 （承継の承認申請手続等） 

７の13－１ 法第７条の13において準用する法第48条の２第２項又は第４

項の規定に基づく特例輸入者承認の承継の承認申請手続の取扱いは、次

による。 

⑴ 特例輸入者承認の承継の承認申請（以下この項において「承継の承

認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定の承継の承認申請書

」（Ｃ－9060）（以下この項において「承継の承認申請書」という。）

２通（原本、申請者用）を担当税関の特例輸入担当部門に提出するこ

とにより行わせるものとする。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、署所の窓口担当部門へ提出す

ることを妨げない。この場合において、当該申請書を受理した署所の

窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の特例輸入担当部門に送

付するものとする。 

⑵～⑻ （同左） 
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第３章 船舶及び航空機 

 

（船舶等の入港） 

15－２－１ 船舶等の入港については、次による。 

⑴ 船舶の「入港」とは、船舶が一定の期間本邦内の特定の場所に停泊

又は係留する目的をもってその場所に到着することをいう。 

なお、この場合における停泊又は係留には、船舶がバース待ち、避

難等の目的をもって仮に停泊又は係留をすることを含むので、留意す

る。 

⑵ （省略） 

 

（仮陸揚貨物の積込み） 

21－５ 法第21条の規定により仮に陸揚げした外国貨物の積込みの取扱い

については、次による。 

⑴ 仮陸揚げした外国貨物の積込みは、原則としてその貨物を陸揚げし

た港等において行わせるものとする。ただし、仮陸揚げされた貨物

が、船舶等の航行の都合等やむを得ない理由により、それらの貨物を

陸揚げした港等以外の港等において、同一の外国貿易船等又は他の外

国貿易船等に積み込むことが必要とされるときは、税関において取締

上支障がないと認めた場合に限り、前記21－２の規定により交付した

「外国貨物の仮陸揚届」を提出させ、便宜、これにより法第63条の規

定による保税運送の承認を行って差し支えない。 

 ⑵ （省略） 

 

第４章 保税地域 

 

第３節 保税蔵置場 

 

 （届出の取扱い） 

50－１ 法第50条第１項の規定に基づく届出の取扱いは、次による。 

 

⑴ 届出は、「外国貨物の蔵置等・保税作業に関する場所の届出書」（Ｃ

第３章 船舶及び航空機 

 

（船舶等の入港） 

15－２－１ 船舶等の入港については、次による。 

⑴ 船舶の「入港」とは、船舶が一定の期間本邦内の特定の場所に停泊

又は係留する目的をもってその場所に到着することをいう。 

なお、この場合における停泊又は係留には、船舶等がバース待ち、

避難等の目的をもって仮に停泊又は係留をすることを含むので、留意

する。 

⑵ （同左） 

 

（仮陸揚貨物の積込み） 

21－５ 法第21条の規定により仮に陸揚げした外国貨物の積込みの取扱い

については、次による。 

⑴ 仮陸揚げした外国貨物の積込みは、原則としてその貨物を陸揚げし

た港において行わせるものとする。ただし、仮陸揚げされた貨物が、

船舶等の航行の都合等やむを得ない理由により、それらの貨物を陸揚

げした港等以外の港等において、同一の外国貿易船等又は他の外国貿

易船等に積み込むことが必要とされるときは、税関において取締上支

障がないと認めた場合に限り、前記21－２の規定により交付した「外

国貨物の仮陸揚届」を提出させ、便宜、これにより法第63条の規定に

よる保税運送の承認を行って差し支えない。 

⑵ （同左） 

 

第４章 保税地域 

 

第３節 保税蔵置場 

 

 （届出の取扱い） 

50－１ 特定保税承認者が行う、法第50条第１項の届出の取扱いは、次に

よる。 

⑴ 届出は、「外国貨物の蔵置等・保税作業に関する場所の届出書」（Ｃ
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－9120）（法第42条第１項の許可を受けている場所について届出を行

う場合にあっては「外国貨物の蔵置等・保税作業に関する場所の届出

書（兼 保税蔵置場・保税工場 廃業届）」（Ｃ－9123））２通を法第

50条第１項に規定する外国貨物の蔵置等に関する業務（以下この節に

おいて「貨物管理業務」という。）をしようとする場所の所在地を所

轄する税関（以下この節において「所轄税関」という。）の本関の担

当部門（特定保税承認者の承認に係る事務を担当する部門をいう。以

下この節において同じ。）に提出することにより行う。なお、届出を

する者の利便性等を考慮し、所轄税関の最寄りの官署（以下この項及

び次項において「署所」という。）の窓口担当部門（各税関の実情に

応じて定める書類提出先部門をいう。以下この節において同じ。）を

経由して本関の担当部門に提出することを妨げない。この場合におい

て、当該届出書の提出があった署所の窓口担当部門においては、その

届出書を速やかに本関の担当部門に送付するものとする。 

⑵～⑷ （省略） 

⑸ 上記⑷により届出が受理された場所について、法第50条第２項の規

定の適用を受ける必要がなくなった場合には、当該場所について前記

46－２の規定による廃業の手続を行うことを求めるものとする。な

お、特定保税承認者が当該場所において引き続き貨物管理業務を行お

うとする場合には、「届出に係るみなし許可変更申出書（兼 保税蔵置

場・保税工場許可申請書）」（Ｃ－9124）１通（署所を経由する場合は

２通）を所轄税関の本関の担当部門に提出することを求めるものとす

る。この場合において、申出者の利便性等を考慮し、署所の窓口担当

部門を経由して本関の担当部門に提出することを妨げないものとし、

当該申出書の提出があった署所の窓口担当部門は、その申出書を速や

かに本関の担当部門に送付するものとする。 

⑹ 上記⑸なお書きにより申出書を受理した所轄税関の本関の担当部門

は、前記42－８、42－10、42－11及び42－13並びに43－１から43－３

までの規定に準じて処理するものとするが、添付書類の提出は、前記

34の２－９に規定する社内管理規定を除き、原則として省略して差し

支えない。なお、この場合において、上記⑸による申出を認めた場合

には、「保税蔵置場許可書」（Ｃ－3130）を申請者に交付するものと

－9120）（法第42条第１項の許可を受けている場所について届出を行

う場合にあっては「外国貨物の蔵置等・保税作業に関する場所の届出

書（兼 保税蔵置場・保税工場 廃業届）」（Ｃ－9123））２通を法第

50条第１項に規定する外国貨物の蔵置等に関する業務（以下この節に

おいて「貨物管理業務」という。）をしようとする場所の所在地を所

轄する税関（以下この節において「所轄税関」という。）の本関の担

当部門（法第50条第１項の承認等に係る事務を担当する部門をいう。

以下この節において同じ。）に提出することにより行う。なお、届出

をする者の利便性等を考慮し、所轄税関の最寄の官署（以下この項及

び次項において「署所」という。）の窓口担当部門（各税関の実情に

応じて定める書類提出先部門をいう。以下この節において同じ。）を

経由して本関に提出することを妨げない。この場合において、当該届

出書の提出があった署所の窓口担当部門においては、その届出書を速

やかに本関の担当部門に送付するものとする。 

⑵～⑷ （同左） 

⑸ 上記⑷により届出が受理された場所について、法第50条第２項の規

定の適用を受ける必要がなくなった場合には、当該場所について前記

46－２の規定による廃業の手続を行うことを求めるものとする。な

お、特定保税承認者が当該場所において引き続き貨物管理業務を行お

うとする場合には、「届出に係るみなし許可変更申出書（兼 保税蔵置

場・保税工場許可申請書）」（Ｃ－9124）１通（署所を経由する場合は

２通）を所轄税関に提出することを求めるものとする。この場合にお

いて、申出者の利便性等を考慮し、署所の窓口担当部門を経由して本

関に提出することを妨げないものとし、当該申出書の提出があった署

所の窓口担当部門は、その申出書を速やかに本関の担当部門に送付す

るものとする。 

⑹ 上記⑸なお書きにより申出書を受理した所轄税関は、前記42－８、

42－10、42－11及び42－13並びに43－１から43－３までの規定に準じ

て処理するものとするが、添付書類の提出は、前記34の２－９に規定

する社内管理規定を除き、原則として省略して差し支えない。なお、

この場合において、上記⑸による申出を認めた場合には、「保税蔵置

場許可書」（Ｃ－3130）を申請者に交付するものとし、当該申出を認
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し、当該申出を認めないこととしたときは、「保税蔵置場不許可通知

書」（Ｃ－3135）により申請者に通知する。 

 

 （届出事項の変更手続） 

50－２ 令第41条第１項第３号又は第４号に掲げる事項について変更が生

じた場合は、遅滞なく届出を行わせるものとする。この場合の届出は、

「外国貨物の蔵置等・保税作業に関する場所の変更届」（Ｃ－9125）１

通を所轄税関の本関の担当部門に提出することにより行わせるものとす

る。 

なお、届出者の利便性等を考慮し、署所の窓口担当部門へ届け出るこ

とを妨げない。この場合の届出においては、当該届出書の提出があった

署所の窓口担当部門は、その届出書を速やかに本関の担当部門に送付す

るものとする。 

ただし、関税法第44条第１項の規定に基づく貨物の収容能力の増減等

に係る届出の取扱いは、前記44－２の規定を準用するものとし、「貨物

収容能力増減等の届」（Ｃ－3160）により届出を行わせるものとする。 

 

 （特定保税承認者の承認申請手続） 

50－３ 法第50条第１項の規定に基づく承認の申請（以下この節において

「承認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」（Ｃ－

9000）（以下この節において「承認申請書」という。）２通（原本、申請

者用）（申請者が特定保税承認者の承認の申請と同時に特定保税運送者

（法第63条の２第１項に規定する特定保税運送者をいう。以下同じ。）

の承認又は認定通関業者の認定を受けることを希望する場合には、当該

申請者が受けようとする１承認又は認定につき１通を加えた数の申請書

を提出することとする。）を、申請者の住所若しくは居所の所在地（申

請者が法人である場合は、当該法人の登記簿に登記された本店又は規則

第４条の５第１号イに規定する部門が置かれている場所の所在地をい

う。）を所轄する税関又は所轄税関の本関の担当部門に提出することに

より行う。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、当該申請者が承認申請書を提出

する税関（以下この節において「担当税関」という。）又は所轄税関の

めないこととしたときは、「保税蔵置場不許可通知書」（Ｃ－3135）に

より申請者に通知する。 

 

 （届出事項の変更手続） 

50－２ 令第41条第１項第３号又は第４号に掲げる事項について変更が生

じた場合は、遅滞なく届出を行わせるものとする。この場合の届出は、

「外国貨物の蔵置等・保税作業に関する場所の変更届」（Ｃ－9125）１

通を所轄税関の担当部門に提出することにより行わせるものとする。 

なお、届出者の利便性等を考慮し、署所の窓口担当部門へ届け出るこ

とを妨げない。この場合の届出においては、当該届出書を受理した署所

の窓口担当部門は、その届出書を速やかに本関の担当部門に送付するも

のとする。 

ただし、関税法第44条第１項の規定に基づく貨物の収容能力の増減等

に係る届出の取扱いは、前記44－２の規定を準用するものとし、「貨物

収容能力増減等の届」（Ｃ－3160）により届出を行わせるものとする。 

 

 

 （特定保税承認者の承認申請手続） 

50－３ 法第50条第１項の規定に基づく承認の申請（以下この節において

「承認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」（Ｃ－

9000）（以下この節において「承認申請書」という。）２通（原本、申請

者用）（申請者が特定保税承認者の承認の申請と同時に特定保税運送者

（法第63条の２第１項に規定する特定保税運送者をいう。以下同じ。）

の承認又は認定通関業者の認定を受けることを希望する場合には、当該

申請者が受けようとする１承認又は認定につき１通を加えた数の申請書

を提出することとする。）を、申請者の住所又は居所の所在地（申請者

が法人である場合は、当該法人の登記簿に登記された本店又は規則第４

条の５第１号イに規定する部門が置かれている場所の所在地をいう。）

を所轄する税関（以下この節において「担当税関」という。）の本関の

担当部門に提出することにより行う。この場合において、法人である申

請者が希望するときは、承認申請書を所轄税関に提出することにより行

うこととして差し支えない。 



別紙１－１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 7  

改正後 改正前 

最寄りの官署（以下この節において「署所」という。）の窓口担当部門

へ提出することを妨げない。この場合において、当該承認申請書の提出

があった所轄税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門は、その申

請書を（所轄税関の最寄りの官署の窓口担当部門に提出があった場合

は、当該税関の本関の担当部門を経由して）速やかに担当税関の本関の

担当部門に送付するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、

次による。 

 

⑴～⑶ （省略） 

 

 （承認申請の撤回手続） 

50－４ 承認申請書の提出後において、承認又は不承認の通知までの間に

申請の撤回の申出があった場合には、申請者の住所、氏名又は名称及び

撤回の理由を記載した任意の様式による「特定保税承認者承認申請撤回

申請書」１通を担当税関の本関の担当部門へ提出することにより行う。

ただし、申請者の利便性等を考慮し、所轄税関の本関の担当部門又は署

所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該

申請書の提出があった所轄税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部

門は、その申請書を（所轄税関の最寄りの官署の窓口担当部門に提出が

あった場合は、当該税関の本関の担当部門を経由して）速やかに担当税

関の本関の担当部門に送付するものとする。 

 

 （承認等の通知） 

50－５ 令第42条第４項の規定に基づく承認又は不承認の申請者への通知

は、次による。 

⑴ （省略） 

⑵ 承認書等の交付は、承認申請書を受理した日（署所の窓口担当部門

に提出された場合にあっては、当該窓口担当部門に提出があった日）

から１月以内に行うよう努めることとするが、やむを得ない理由によ

り１月を超える場合は、あらかじめ申請者にその旨を通知するものと

する。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、担当税関又は所轄税関（複数あ

る場合には、当該申請者が法第50条第１項に規定する届出を行おうとす

る場所のうち、主たる場所の所在地を所轄する税関。以下この節におい

て「主な所轄税関」という。）の最寄の官署（以下この節において「署

所」という。）の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合に

おいて、当該承認申請書を受理した署所の窓口担当部門は、その申請書

を速やかに本関の担当部門に送付するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、

次による。 

⑴～⑶ （同左） 

 

 （承認申請の撤回手続） 

50－４ 承認申請書の提出後において、承認又は不承認の通知までの間に

申請の撤回の申出があった場合には、申請者の住所、氏名又は名称及び

撤回の理由を記載した任意の様式による「特定保税承認者承認申請撤回

申請書」１通を承認申請書の担当税関の担当部門へ提出することにより

行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、担当税関又は主な所轄税関

の署所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、

当該申請書を受理した署所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本

関の担当部門に送付するものとする。 

 

 

 

 （承認等の通知） 

50－５ 令第42条第４項の規定に基づく承認又は不承認の申請者への通知

は、次による。 

⑴ （同左） 

⑵ 承認書等の交付は、承認申請書を受理した日（署所の窓口担当部門

に提出された場合にあっては、当該窓口担当部門において受理した日

）から１月以内に行うよう努めることとするが、やむを得ない理由に

より１月を超える場合は、あらかじめ申請者にその旨を通知するもの

とする。 
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 （承認内容の変更手続） 

50－６ 令第42条第５項の規定に基づく特定保税承認者の承認内容の変更

の届出は、「特例輸入者等承認・認定内容変更届」（Ｃ－9030）２通（原

本、届出者用）を担当税関の本関の担当部門に提出することにより行

う。また、法第51条第１号ハ又は法第53条第２号若しくは第３号に該当

することとなった場合にはその旨を、次のいずれかに該当する場合には

その内容を承認内容の変更手続により遅滞なく税関に届け出るようしょ

うようする。なお、届出者の利便性等を考慮し、所轄税関の本関の担当

部門又は署所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合にお

いて、当該変更届の提出があった所轄税関の本関の担当部門又は署所の

窓口担当部門は、その変更届を（所轄税関の最寄りの官署の窓口担当部

門に提出があった場合は、当該税関の本関の担当部門を経由して）速や

かに担当税関の本関の担当部門に送付するものとする。 

⑴～⑶ （省略） 

⑷ 「特例輸入者の承認要件等の審査要領について」別紙２の１⑤及び

４⑤に規定する委託先に変更があった場合 

 

 （承認の更新） 

50－７ 特定保税承認者が法第50条第４項に規定する更新を受けようとす

る場合には、「特定保税承認者の承認の更新申請書」（Ｃ－9130）２通

（原本、申請者用）を担当税関の本関の担当部門へ提出することにより

行うものとする。ただし、申請者の利便性等を考慮し、所轄税関の本関

の担当部門又は署所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場

合において、当該申請書の提出があった所轄税関の本関の担当部門又は

署所の窓口担当部門は、その申請書を（所轄税関の最寄りの官署の窓口

担当部門に提出があった場合は、当該税関の本関の担当部門を経由して

）速やかに担当税関の本関の担当部門に送付するものとする。なお、承

認期間の更新の申請書には、前記50－３に準じて所要の書類の添付を求

めることができる。 

税関において更新を認めるときは、「特定保税承認者の承認の更新通

知書」（Ｃ－9140）を交付するものとし、更新しないこととしたとき

 

 （承認内容の変更手続） 

50－６ 令第42条第５項の規定に基づく特定保税承認者の承認内容の変更

の届出は、「特例輸入者等承認・認定内容変更届」（Ｃ－9030）２通（原

本、届出者用）を担当税関の担当部門に提出することにより行う。ま

た、法第51条第１号ハ又は法第53条第３号に該当することとなった場合

にはその旨を、次のいずれかに該当する場合にはその内容を承認内容の

変更手続により遅滞なく税関に届け出るようしょうようする。なお、申

請者の利便性等を考慮し、担当税関又は主な所轄税関の署所の窓口担当

部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該変更届を受理

した署所の窓口担当部門は、その変更届を速やかに本関の担当部門に送

付するものとする。 

 

 

⑴～⑶ （同左） 

⑷ 貨物の管理を関連会社等に委託している場合の委託先に変更があっ

た場合 

 

 （承認の更新） 

50－７ 特定保税承認者が法第50条第４項に規定する更新を受けようとす

る場合には、「特定保税承認者の承認の更新申請書」（Ｃ－9130）２通

（原本、申請者用）を担当税関の担当部門へ提出することにより行うも

のとする。ただし、申請者の利便性等を考慮し、担当税関又は主な所轄

税関の署所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合におい

て、当該申請書を受理した署所の窓口担当部門は、その申請書を速やか

に本関の担当部門に送付するものとする。なお、承認期間の更新の申請

書には、前記50－３に準じて所要の書類の添付を求めることができる。 

税関において更新を認めるときは、「特定保税承認者の承認の更新通

知書」（Ｃ－9140）を交付するものとし、更新しないこととしたとき

は、「特定保税承認者の承認期間の更新をしない旨の通知書」（Ｃ－9145

）により申請者に通知するものとする。 

なお、特定保税承認者の承認の有効期間が終了する前に更新がなされ



別紙１－１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 9  

改正後 改正前 

は、「特定保税承認者の承認期間の更新をしない旨の通知書」（Ｃ－9145

）により申請者に通知するものとする。 

なお、特定保税承認者の承認の有効期間が終了する前に更新がなされ

なかった場合は、当該承認は失効することとなるので留意すること。 

 

 （新たな場所につき届出を行った場合の公告） 

50－８ 特定保税承認者が新たな場所につき法第50条第１項の届出を行

い、本関の担当部門が受理した場合には、法第42条第３項に準じ、以下

の事項につき公告するものとする。この場合において、⑸に掲げる許可

の期間については、届出書に記載された届出蔵置場又は届出工場として

の業務開始日をその初日とし、当該届出を行った特定保税承認者の承認

期間の末日をその末日とする。 

⑴ 届出者の住所及び名称（法人の場合は法人番号を併記） 

⑵～⑸ （省略） 

 

 （保税蔵置場の許可の特例を受ける必要がなくなった旨の届出手続） 

52の２－１ 令第43条の２の規定による届出（以下この項において「取り

やめの届出」という。）の手続については、次による。 

⑴ 取りやめの届出を行おうとする場合には、「特例輸入者の承認等取

りやめ届」（Ｃ－9040）２通（原本、届出者用）を担当税関の本関の

担当部門に提出することにより行う。ただし、届出者の利便性等を考

慮し、所轄税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門へ提出する

ことを妨げない。この場合において、当該届出に係る書面の提出があ

った所轄税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門は、その書面

を（所轄税関の最寄りの官署の窓口担当部門に提出があった場合は、

当該税関の本関の担当部門を経由して）速やかに担当税関の本関の担

当部門に送付するものとする。 

⑵～⑷ （省略） 

 

 （承継の承認申請手続等） 

55－1 法第55条において準用する法第48条の２第１項から第５項までの

規定に基づく特定保税承認者の承認を承継する場合の承認申請手続の取

なかった場合は、当該承認は失効することとなるので留意すること。 

 

 

 

 

 （新たな場所につき届出を行った場合の公告） 

50－８ 特定保税承認者が新たな場所につき法第50条第１項の届出を行

い、本関の担当部門が受理した場合には、法第42条第３項に準じ、以下

の事項につき公告するものとする。この場合において、⑸に掲げる許可

の期間については、届出受理日をその初日とし、当該届出を行った特定

保税承認者の承認期間の末日をその末日とする。 

 

⑴ 届出者の住所及び名称 

⑵～⑸ （同左） 

 

 （保税蔵置場の許可の特例を受ける必要がなくなった旨の届出手続） 

52の２－１ 令第43条の２の規定による届出（以下この項において「取り

やめの届出」という。）の手続については、次による。 

⑴ 取りやめの届出を行おうとする場合には、「特例輸入者の承認等取

りやめ届」（Ｃ－9040）２通（原本、届出者用）を担当税関の担当部

門に提出することにより行う。ただし、届出者の利便性等を考慮し、

署所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、

当該届出に係る書面を受理した署所の窓口担当部門は、その書面を速

やかに本関の担当部門に送付するものとする。 

 

 

 

⑵～⑷ （同左） 

 

 （承継の承認申請手続等） 

55－1 法第55条において準用する法第48条の２第１項から第５項までの

規定に基づく特定保税承認者の承認を承継する場合の承認申請手続の取
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扱いは、次による。 

⑴ 特定保税承認者の承継の承認申請（以下この項において「承継の承

認申請」という。）は、「特例輸入者等の承認・認定の承継の承認申請

書」（Ｃ－9060）（以下この項において「承継の承認申請書」という。

）２通（原本、申請者用）を担当税関の本関の担当部門に提出するこ

とにより行わせるものとする。ただし、申請者の利便性等を考慮し、

所轄税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門へ提出することを

妨げない。この場合において、当該承継の承認申請書の提出があった

所轄税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門は、その承継の承

認申請書を（所轄税関の最寄りの官署の窓口担当部門に提出があった

場合は、当該税関の本関の担当部門を経由して）速やかに担当税関の

本関の担当部門に送付するものとする。 

なお、特定保税承認者間の合併若しくは分割又は承認取得者に係る

保税蔵置場の業務の譲渡し（以下この項において「合併等」という。

）の場合で、各々の担当税関が異なる場合、承継の承認申請書を提出

する担当税関は、原則として、合併等の後における主たる貨物管理業

務を行う予定の事業所の所在地を管轄する担当税関とする。 

⑵～⑻ （省略） 

 

第５章 運送 

 

 （特定保税運送者の承認申請手続） 

63の２－１ 法第63条の２第１項の規定に基づく承認（以下この章におい

て「特定保税運送者の承認」という。）の申請（以下この章において

「承認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」（Ｃ－

9000）（以下この章において「承認申請書」という。）２通（原本、申請

者用）（申請者が特定保税運送者の承認の申請と同時に特定保税承認者

（法第50条第１項又は法第61条の５第１項に規定する承認を受けた者を

いう。以下同じ。）の承認又は認定通関業者の認定を受けることを希望

する場合には、当該申請者が受けようとする１承認又は認定につき１通

を加えた数の申請書を提出することとする。）を、原則として、認定通

関業者にあってはその認定をした税関、特定保税承認者にあってはその

扱いは、次による。 

⑴ 特定保税承認者の承継の承認申請（以下この項において「承継の承

認申請」という。）は、「特例輸入者等の承認・認定の承継の承認申請

書」（Ｃ－9060）（以下この項において「承継の承認申請書」という。

）２通（原本、申請者用）を担当税関の本関の担当部門に提出するこ

とにより行わせるものとする。ただし、申請者の利便性等を考慮し、

担当税関又は主な所轄税関の署所の窓口担当部門へ提出することを妨

げない。この場合において、当該承継の承認申請書を受理した署所の

窓口担当部門は、その承継の承認申請書を速やかに本関の担当部門に

送付するものとする。 

なお、特定保税承認者間の合併若しくは分割又は承認取得者に係る

保税蔵置場の業務の譲渡し（以下この項において「合併等」という。

）の場合で、各々の担当税関が異なる場合、承継の承認申請書を提出

する担当税関は、原則として、合併等の後における主たる貨物管理業

務を行う予定の事業所の所在地を管轄する担当税関とする。 

 

 

⑵～⑻ （同左） 

 

第５章 運送 

 

 （特定保税運送者の承認申請手続） 

63の２－１ 法第63条の２第１項の規定に基づく承認（以下この章におい

て「特定保税運送者の承認」という。）の申請（以下この章において

「承認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」（Ｃ－

9000）（以下この章において「承認申請書」という。）２通（原本、申請

者用）（申請者が特定保税運送者の承認の申請と同時に特定保税承認者

（法第50条第１項又は法第61条の５第１項に規定する承認を受けた者を

いう。以下同じ。）の承認又は認定通関業者の認定を受けることを希望

する場合には、当該申請者が受けようとする１承認又は認定につき１通

を加えた数の申請書を提出することとする。）を、原則として、認定通

関業者にあってはその認定をした税関、特定保税承認者にあってはその



別紙１－１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 11  

改正後 改正前 

承認をした税関、法第63条の２第１項に規定する国際運送貨物の運送又

は管理業務を行う者（特定保税承認者を除く。）にあっては、当該業務

を行っている主たる事務所の所在地を所轄する税関の特定保税運送者の

承認に係る事務を担当する部門（以下この章において「担当部門」とい

う。）に提出することにより行う。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、承認申請書の提出先税関（以下

この章において「担当税関」という。）の最寄りの官署（以下この章に

おいて「署所」という。）の窓口担当部門へ提出することを妨げない。

この場合において、当該承認申請書の提出があった署所の窓口担当部門

は、その申請書を速やかに本関の担当部門に送付するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、

次による。 

⑴～⑶ （省略） 

 

 （承認申請の撤回手続） 

63の２－２ 承認申請書の提出後において、承認又は不承認の通知までの

間に申請の撤回の申出があった場合には、申請者の住所、氏名又は名称

及び撤回の理由を記載した任意の様式による「特定保税運送承認申請撤

回申請書」１通を承認申請書の担当税関の担当部門へ提出することによ

り行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、担当税関の署所の窓口担

当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該申請書の提

出があった署所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の担当部

門に送付するものとする。 

 

 （承認等の通知） 

63の２－３ 令第55条の５第５項の規定に基づく承認又は不承認の申請者

への通知は、次による。 

⑴ （省略） 

⑵ 承認通知書等の交付は、当分の間、承認申請書を受理した日（署所

の窓口担当部門に提出された場合にあっては、当該窓口担当部門に提

出があった日）から２月以内に行うよう努めることとするが、やむを

得ない理由により２月を超える場合は、あらかじめ申請者にその旨を

承認をした税関、法第63条の２第１項に規定する国際運送貨物の運送又

は管理業務を行う者（特定保税承認者を除く。）にあっては、当該業務

を行っている主たる事務所の所在地を所轄する税関の特定保税運送者の

承認に係る事務を担当する部門（以下この章において「担当部門」とい

う。）に提出することにより行う。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、承認申請書の提出先税関（以下

この章において「担当税関」という。）の最寄の官署（以下この章にお

いて「署所」という。）の窓口担当部門へ提出することを妨げない。こ

の場合において、当該承認申請書を受理した署所の窓口担当部門は、そ

の申請書を速やかに本関の担当部門に送付するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、

次による。 

⑴～⑶ （同左） 

 

 （承認申請の撤回手続） 

63の２－２ 承認申請書の提出後において、承認又は不承認の通知までの

間に申請の撤回の申出があった場合には、申請者の住所、氏名又は名称

及び撤回の理由を記載した任意の様式による「特定保税運送承認申請撤

回申請書」１通を承認申請書の担当税関の担当部門へ提出することによ

り行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、担当税関の署所の窓口担

当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該申請書を受

理した署所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の担当部門に

送付するものとする。 

 

 （承認等の通知） 

63の２－３ 令第55条の５第５項の規定に基づく承認又は不承認の申請者

への通知は、次による。 

⑴ （同左） 

⑵ 承認通知書等の交付は、当分の間、承認申請書を受理した日（署所

の窓口担当部門に提出された場合にあっては、当該窓口担当部門にお

いて受理した日）から２月以内に行うよう努めることとするが、やむ

を得ない理由により２月を超える場合は、あらかじめ申請者にその旨



別紙１－１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 12  

改正後 改正前 

通知するものとする。 

 

 （承認内容の変更手続） 

63の２－４ 令第55条の５第６項の規定に基づく特定保税運送者の承認内

容の変更の届出は、「特例輸入者等承認・認定内容変更届」（Ｃ－9030）

２通（原本、届出者用）を担当税関の担当部門に提出することにより行

う。なお、届出者の利便性等を考慮し、担当税関の署所の窓口担当部門

へ提出することを妨げない。この場合において、当該変更届の提出があ

った署所の窓口担当部門は、その変更届を速やかに本関の担当部門に送

付するものとする。 

また、法第63条の４第１号イからトまで又は第63条の７第１項第２号

若しくは第３号に該当した場合にはその旨を、次のいずれかに該当する

場合にはその内容を承認内容の変更手続により遅滞なく税関に届け出る

ようしょうようする。 

⑴～⑶ （省略） 

⑷ 「特例輸入者の承認要件等の審査要領について」別紙２の１⑤及び

４⑤に規定する委託先に変更があった場合 

 

 （承認の公告） 

63の３－１ 法第63条の３第２項の規定による公告は、次に掲げる事項に

ついて、担当税関の税関官署の見やすい場所に掲示して行うほか、担当

税関のホームページに掲載するものとする。なお、全国の特定保税運送

者の一覧については、関税局において各税関のホームページに掲載する

こととしているので留意する。 

⑴ 承認を受けた者の氏名又は名称（法人の場合は法人番号を併記）及

び住所 

⑵ （省略） 

 

 （保税運送の特例を受ける必要がなくなった旨の届出手続） 

63の６－１ 令55条の７の規定による届出（以下この項において「届出」

という。）の手続については、次による。 

⑴ 届出を行おうとする場合には、「特例輸入者の承認等取りやめ届」

を通知するものとする。 

 

 （承認内容の変更手続） 

63の２－４ 令第55条の５第６項の規定に基づく特定保税運送者の承認内

容の変更の届出は、「特例輸入者等承認・認定内容変更届」（Ｃ－9030）

２通（原本、届出者用）を担当税関の担当部門に提出することにより行

う。なお、申請者の利便性等を考慮し、担当税関の署所の窓口担当部門

へ提出することを妨げない。この場合において、当該変更届を受理した

署所の窓口担当部門は、その変更届を速やかに本関の担当部門に送付す

るものとする。 

また、法第63条の４第１号イからトまで又は第63条の７第１項第２号

若しくは第３号に該当した場合にはその旨を、次のいずれかに該当する

場合にはその内容を承認内容の変更手続により遅滞なく税関に届け出る

ようしょうようする。 

⑴～⑶ （同左） 

⑷ 貨物の管理を関連会社等に委託している場合の委託先に変更があっ

た場合 

 

 （承認の公告） 

63の３－１ 法第63条の３第２項の規定による公告は、次に掲げる事項に

ついて、担当税関の税関官署の見やすい場所に掲示して行うほか、各税

関のホームページに掲載するものとする。なお、全国の特定保税運送者

の一覧については、関税局において各税関のホームページに掲載するこ

ととしているので留意する。 

⑴ 承認を受けた者の氏名又は名称及び住所 

 

⑵ （同左） 

 

 （保税運送の特例を受ける必要がなくなった旨の届出手続） 

63の６－１ 令55条の７の規定による届出（以下この項において「届出」

という。）の手続については、次による。 

⑴ 届出を行おうとする場合には、「特例輸入者の承認等取りやめ届」
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（Ｃ－9040）２通（原本、届出者用）を担当税関の担当部門に提出す

ることにより行う。ただし、届出者の利便性等を考慮し、署所の窓口

担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該届出に

係る書面の提出があった署所の窓口担当部門は、その書面を速やかに

本関の担当部門に送付するものとする。 

⑵ （省略） 

 

 （承認の失効の公告） 

63の７－１ 法第63条の７第２項に規定する承認の失効の公告は、失効年

月日、特定保税運送者の住所又は居所及び氏名又は名称（法人の場合は

法人番号を併記）について、担当税関の税関官署の見やすい場所に掲示

して行うほか、担当税関のホームページに掲載するものとする。 

 

 （承継の承認申請手続等） 

63の８の２－1 法第63条の８の２において準用する法第48条の２第１項

から第５項までの規定に基づく特定保税運送者の承認を承継する場合の

承認申請手続の取扱いは、次による。 

⑴ 特定保税運送者の承継の承認申請（以下この項において「承継の承

認申請」という。）は、「特例輸入者等の承認・認定の承継の承認申請

書」（Ｃ－9060）（以下この項において「承継の承認申請書」という。

）２通（原本、申請者用）を担当税関の担当部門に提出することによ

り行わせるものとする。ただし、申請者の利便性等を考慮し、担当税

関の署所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合におい

て、当該承継の承認申請書の提出があった署所の窓口担当部門は、そ

の承継の承認申請書を速やかに本関の担当部門に送付するものとす

る。 

なお、特定保税運送者間の合併若しくは分割又は特定保税運送者に

係る法第63条の２第１項に規定する特定保税運送に関する業務の譲渡

し（以下この項において「合併等」という。）の場合で、各々の担当

税関が異なる場合、承継の承認申請書を提出する担当税関は、原則と

して、合併等の後における主たる特定保税運送業務を行う予定の事業

所の所在地を管轄する担当税関とする。 

（Ｃ－9040）２通（原本、届出者用）を担当税関の担当部門に提出す

ることにより行う。ただし、届出者申請者の利便性等を考慮し、署所

の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該

届出に係る書面を受理した署所の窓口担当部門は、その書面を速やか

に本関の担当部門に送付するものとする。 

⑵ （同左） 

 

 （承認の失効の公告） 

63の７－１ 法第63条の７第２項に規定する承認の失効の公告は、失効年

月日、特定保税運送者の住所又は居所及び氏名又は名称について、担当

税関の税関官署の見やすい場所に掲示して行うほか、各税関のホームペ

ージに掲載するものとする。 

 

 （承継の承認申請手続等） 

63の８の２－1 法第63条の８の２において準用する法第48条の２第１項

から第５項までの規定に基づく特定保税運送者の承認を承継する場合の

承認申請手続の取扱いは、次による。 

⑴ 特定保税運送者の承継の承認申請（以下この項において「承継の承

認申請」という。）は、「特例輸入者等の承認・認定の承継の承認申請

書」（Ｃ－9060）（以下この項において「承継の承認申請書」という。

）２通（原本、申請者用）を担当税関の担当部門に提出することによ

り行わせるものとする。ただし、申請者の利便性等を考慮し、担当税

関の署所の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合におい

て、当該承継の承認申請書を受理した署所の窓口担当部門は、その承

継の承認申請書を速やかに本関の担当部門に送付するものとする。 

なお、特定保税運送者間の合併若しくは分割又は特定保税運送者に

係る法第63条の２第１項に規定する特定保税運送に関する業務の譲渡

し（以下この項において「合併等」という。）の場合で、各々の担当

税関が異なる場合、承継の承認申請書を提出する担当税関は、原則と

して、合併等の後における主たる特定保税運送業務を行う予定の事業

所の所在地を管轄する担当税関とする。 
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⑵ 承継の承認申請書の添付書類については、前記63の２－１⑴の規定

並びに７の２－５⑵のイからニ及びチの規定に準じて取り扱うことと

して差し支えない。この場合において、同項の⑵チ中「輸入業務に携

わる担当者（「特例輸入者の承認要件等の審査要領について」２⑴②

に規定する担当者をいう。）」とあるのは「特定保税運送等の業務に携

わる担当者（規則第７条の３第３号に規定する担当者をいう。）」と読

み替えるものとする。 

⑶～⑻ （省略） 

 

 （承継の承認の公告） 

63の８の２－２ 法第63条の８の２において準用する法第48条の２第６項

の規定に基づく承継の承認をした際の公告は、次に掲げる事項につい

て、担当税関の税関官署の見やすい場所に掲示して行うほか、担当税関

のホームページに掲載するものとする。 

⑴ 承継を受けた者の氏名又は名称（法人の場合は法人番号を併記）及

び住所 

⑵ 承継前に承認を受けていた者の氏名又は名称（法人の場合は法人番

号を併記）及び住所 

⑶ （省略） 

 

第６章 通関 

 

第１節の２ 輸出申告の特例 

 

 （特定輸出者の承認申請手続） 

67の３－４ 法第67条の３第１項第１号の規定に基づく承認（以下「特定

輸出者の承認」という。）の申請（以下この項から後記67の３－５まで

において「承認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」

（Ｃ－9000）（以下この項から後記67の３－５までにおいて「承認申請

書」という。）２通（原本、申請者用）を、原則として主たる輸出業務

を行っている事業所の所在地を管轄する税関の特定輸出者の承認に係る

事務を担当する部門（以下この項において単に「担当部門」という。）

⑵ 承継の承認申請書の添付書類については、前記63の２－１⑴の規定

並びに７の２－５⑵のイからニ及びチの規定に準じて取り扱うことと

して差し支えない。この場合において、同項の⑵チ中「輸入業務に携

わる担当者（特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成19 

年３月31日財関第418号）２⑴②に規定する担当者をいう。）」とある

のは「特定保税運送等の業務に携わる担当者（規則第７条の３第３号

に規定する担当者をいう。）」と読み替えるものとする。 

⑶～⑻ （同左） 

 

 （承継の承認の公告） 

63の８の２－２ 法第63条の８の２において準用する法第48条の２第６項

の規定に基づく承継の承認をした際の公告は、次に掲げる事項につい

て、担当税関の税関官署の見やすい場所に掲示して行うほか、各税関の

ホームページに掲載するものとする。 

⑴ 承継を受けた者の氏名又は名称及び住所 

 

⑵ 承継前に承認を受けていた者の氏名又は名称及び住所 

 

⑶ （同左） 

 

第６章 通関 

 

第１節の２ 輸出申告の特例 

 

 （特定輸出者の承認申請手続） 

67の３－４ 法第67条の３第１項第１号の規定に基づく承認（以下「特定

輸出者の承認」という。）の申請（以下この項から後記67の３－５まで

において「承認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」

（Ｃ－9000）（以下この項から後記67の３－５までにおいて「承認申請

書」という。）２通（原本、申請者用）を、原則として主たる輸出業務

を行っている事業所の所在地を管轄する税関の特定輸出者の承認に係る

事務等を担当する部門（以下この項において単に「担当部門」という。
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に提出することにより行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、承認

申請書の提出先税関（以下この項において単に「担当税関」という。）

の最寄りの官署（以下この項において「署所」という。）の窓口担当部

門（各税関の実情に応じて定める書類提出先部門をいう。以下同じ。）

へ提出することを妨げない。この場合において、当該承認申請書の提出

があった署所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の担当部門

に送付するものとする。 

また、申請書及び添付書類の提出又は送付については、税関の事務処

理上支障があると認められる場合を除き、当該申請書等を電子メールに

添付することにより行うこととして差し支えない。この場合において、

税関は必要な確認等を行い、当該申請書等を受理したときは、その旨を

電子メールにより申請者等に連絡するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、

次による。 

⑴～⑶ （省略） 

 

第３節 一般輸入通関 

 

 （特例申告に係る貨物の輸入申告の時期） 

67の２－３－７ 特例申告に係る貨物の輸入申告は、法第67条の２第４項

に定める法第15条第１項若しくは第９項の規定による積荷に関する事項

が税関に報告され、又は同条第２項若しくは第10項若しくは法第18条第

４項の規定による積荷に関する事項の書面が税関に提出された後に行う

こととなるので留意する。 

 

第５節 経済連携協定に係る輸入通関 

 

（ＥＰＡ税率を適用する場合の取扱い） 

68－５－１ ＥＰＡ税率の適用を受けようとする輸入申告（法第43条の３

第１項（法第61条の４において準用する場合を含む｡）又は第62条の10

の規定による承認の申請（以下この節において｢蔵入申請等｣という｡）

が行われた貨物に係るもの若しくは特例貨物（前記67－３－４⑷により

）に提出することにより行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、承

認申請書の提出先税関（以下この項において単に「担当税関」という。

）の最寄りの官署（以下この項において「署所」という。）の窓口担当

部門（各税関の実情に応じて定める書類提出先部門をいう。以下同じ。

）へ提出することを妨げない。この場合において、当該承認申請書を受

理した署所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の担当部門に

送付するものとする。 

また、申請書及び添付書類の提出又は送付については、税関の事務処

理上支障があると認められる場合を除き、当該申請書等を電子メールに

添付することにより行うこととして差し支えない。この場合において、

税関は必要な確認等を行い、当該申請書等を受理したときは、その旨を

電子メールにより申請者等に連絡するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、

次による。 

⑴～⑶ （同左） 

 

第３節 一般輸入通関 

 

 （特例申告に係る貨物の輸入申告の時期） 

67の２－３－７ 特例申告に係る貨物の輸入申告は、法第67条の２第４項

に定める法第15条第１項若しくは第10項の規定による積荷に関する事項

が税関に報告され、又は同条第２項若しくは第11項若しくは法第18条第

４項の規定による積荷に関する事項の書面が税関に提出された後に行う

こととなるので留意する。 

 

第５節 経済連携協定に係る輸入通関 

 

（ＥＰＡ税率を適用する場合の取扱い） 

68－５－１ ＥＰＡ税率の適用を受けようとする輸入申告（法第43条の３

第１項（法第61条の４において準用する場合を含む｡）又は第62条の10

の規定による承認の申請（以下この節において｢蔵入申請等｣という｡）

が行われた貨物に係るもの若しくは特例貨物（前記67－３－４⑷により
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ＥＰＡ税率の適用に係る締約国原産地証明書等（令第61条第１項第２号

イ⑴に規定する締約国原産地証明書又は同号イ⑵に規定する締約国原産

品申告書をいう。以下この節において同じ。）の提出が省略される場合

に限る。）に係るものを除く。以下この節において｢輸入申告｣という｡）

又は蔵入申請等が行われた場合の取扱いについては、次による。 

⑴ 輸入申告の受理担当審査官による取扱い 

受理担当審査官が輸入申告を受理しようとするときは、通常の審査

のほか、次の確認等を行う。 

イ及びロ （省略） 

ハ 非原産国における積替え等に関する確認 

輸入申告に係る貨物が、経済連携協定の締約国（令第61条第１項

第２号ロに規定する締約国をいう。以下同じ｡）からのものにあって

は、令第61条第１項第２号ロ⑴又は⑵に該当するものであるとき

は、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下である場合を除き、通

し船荷証券の写し等の同項第２号ロに規定する運送要件証明書が添

付されていること及びそれぞれその記載事項の確認を行う。 

なお、運送要件証明書（令第61条第１項第２号ロに規定する書類

をいう。以下同じ｡）として同項第２号ロに規定する書類のうち、通

し船荷証券の写し又は当該貨物について積替え等がされた非原産国

の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書を提出するこ

とができないことにつき相当の理由があると認められるときは、同

項第２号ロ⑴又は⑵に該当することを証する書類の提出（当該書類

の提出が困難であると認められるときは、積替地等についての令第

61条第１項第２号イ⑴に規定する締約国原産地証明書への記載）を

もって、運送要件証明書として同項第２号ロに規定する書類のう

ち、その他税関長が適当と認める書類の提出があったものとして取

り扱って差し支えない。この場合においても、当該貨物が締約国原

産品（令第61条第１項第２号イに規定する原産品をいう。この節に

おいて以下同じ｡）であることを確認する必要があるので、留意す

る。 

ニ （省略） 

⑵及び⑶ （省略） 

ＥＰＡ税率の適用に係る締約国原産地証明書等（令第61条第１項第２号

イ⑴に規定する締約国原産地証明書又は同号イ⑵に規定する締約国原産

品申告書をいう。以下この節において同じ。）の提出が省略される場合

に限る。）に係るものを除く。以下この節において｢輸入申告｣という｡）

又は蔵入申請等が行われた場合の取扱いについては、次による。 

⑴ 輸入申告の受理担当審査官による取扱い 

受理担当審査官が輸入申告を受理しようとするときは、通常の審査

のほか、次の確認等を行う。 

イ及びロ （同左） 

ハ 非原産国における積替え等に関する確認 

輸入申告に係る貨物が、経済連携協定の締約国（令第61条第１項

第２号ロに規定する締約国をいう。以下同じ｡）からのものにあって

は、令第61条第１項第２号ロ⑴又は⑵に該当するものであるとき

は、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下である場合を除き、通

し船荷証券の写し等の同項第２号ロに規定する運送要件証明書が添

付されていること及びそれぞれその記載事項の確認を行う。 

なお、運送要件証明書（令第61条第１項第２号ロに規定する書類

をいう。以下同じ｡）として同項第２号ロに規定する書類のうち、通

し船荷証券の写し又は当該貨物について積替え等がされた非原産国

の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書を提出するこ

とができないことにつき相当の理由があると認められるときは、同

項第２号ロ⑴又は⑵に該当することを証する書類の提出（これが不

可能であるときは、積替地等についての締約国原産地証明書等への

記載）をもって、運送要件証明書として同項第２号ロに規定する書

類のうち、その他税関長が適当と認める書類の提出があったものと

して取り扱って差し支えない。この場合においても、当該貨物が締

約国原産品（令第61条第１項第２号イに規定する原産品をいう。こ

の節において以下同じ｡）であることを確認する必要があるので、留

意する。 

 

ニ （同左） 

⑵及び⑶ （同左） 
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第７節 知的財産侵害物品（輸出） 

 

（その他の資料） 

69の４－４ 申立先税関の本関知的財産調査官は、申立人から次の①から

⑤に掲げる資料等を輸出差止申立ての受理の際又は当該受理の後追加し

て提出したい旨の申出があった場合において、認定手続を執るために必

要と認めるときは、当該資料等を逐次受理し、当該輸出差止申立てに基

づき認定手続を執る他の税関に連絡する。この場合において、提出され

た資料等は、輸出差止申立てに係る添付資料等の一部として取り扱うこ

ととする。なお、申立先税関の本関知的財産調査官及び総括知的財産調

査官が必要と認める場合には、必要と認める資料等の提出をしょうよう

して差し支えない。 

①～⑤ （省略） 

 

（輸出差止申立ての受理前の公表等） 

69の４－６ 前記69の４－２の規定に基づき提出された「輸出（積戻し）

差止申立書」（「輸出（積戻し）差止申立書（保護対象営業秘密関係）」

を除く。）の記載事項及び添付資料に不備がないことを確認したとき

は、速やかに以下の事務を行うものとする。 

⑴ 税関ホームページにおける公表等 

総括知的財産調査官は、申立審査通達の第２章において準用する第

１章の２の⑴により申立先税関の本関知的財産調査官から連絡を受け

た場合、「輸出（積戻し）差止申立書」に基づき、次の事項を財務省

の税関ホームページを利用して公表する。この場合には、利害関係者

が申立先税関に意見を提出できる旨を付記するものとする。 

なお、申立審査通達の第２章において準用する第１章の３の⑴によ

り、公表前に「輸出（積戻し）差止申立書」の記載事項の補正が必要

であると判明した場合は、申立人に補正を求め、補正後速やかに公表

するものとする。 

①～⑥ （省略） 

⑵～⑸ （省略） 

 

第７節 知的財産侵害物品（輸出） 

 

（その他の資料） 

69の４－４ 申立先税関の本関知的財産調査官は、申立人から次の①から

⑤に掲げる資料等を輸出差止申立ての受理の際又は当該受理の後追加し

て提出したい旨の申し出があった場合において、認定手続を執るために

必要と認めるときは、当該資料等を逐次受理し、当該輸出差止申立てに

基づき認定手続を執る他の税関に通知する。この場合において、提出さ

れた資料等は、輸出差止申立てに係る添付資料等の一部として取り扱う

こととする。なお、申立先税関の本関知的財産調査官及び総括知的財産

調査官が必要と認める場合には、必要と認める資料等の提出をしょうよ

うして差し支えない。 

①～⑤ （同左） 

 

（輸出差止申立ての受理前の公表等） 

69の４－６ 前記69の４－２の規定に基づき提出された「輸出（積戻し）

差止申立書」（「輸出（積戻し）差止申立書（保護対象営業秘密関係）」

を除く。）の記載事項及び添付資料に不備がないことを確認したとき

は、速やかに以下の事務を行うものとする。 

⑴ 税関ホームページにおける公表等 

総括知的財産調査官は、申立審査通達の第２章において準用する第

１章の２の⑴により申立先税関の本関知的財産調査官から送付された

「輸出（積戻し）差止申立書」等の写しに基づき、次の事項を財務省

の税関ホームページを利用して公表する。この場合には、利害関係者

が申立先税関に意見を提出できる旨を付記するものとする。 

なお、申立審査通達の第２章において準用する第１章の３の⑴によ

り、公表前に「輸出（積戻し）差止申立書」の記載事項の補正が必要

であると判明した場合は、申立人に補正を求め、補正後速やかに公表

するものとする。 

①～⑥ （同左） 

⑵～⑸ （同左） 
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（輸出差止申立ての受理又は不受理の際の取扱い） 

69の４－７ 申立先税関の本関知的財産調査官による輸出差止申立ての受

理又は不受理の決定、及び総括知的財産調査官による当該決定の周知

は、次による。 

⑴ （省略） 

⑵ 申立先税関の本関知的財産調査官は、上記⑴の結果を総括知的財産

調査官に連絡する。なお、受理の場合には、当該輸出差止申立ての有

効期間を、併せて連絡するものとする。 

 

⑶及び⑷ （省略） 

⑸ 総括知的財産調査官は、上記⑵の連絡に係る内容を各税関官署に周

知する。 

 

（輸出差止申立ての内容の受理後の公表） 

69の４－８ 輸出差止申立てを受理した場合には、「輸出（積戻し）差止

申立書」の記載事項について、次により公表する。 

⑴ 公表する事項 

イ 申立人の氏名又は名称、法人番号、連絡先名、連絡先電話番号 

 

ロ 知的財産の内容（特許権及び実用新案権は請求項の番号を含む。

） 

ハ 侵害すると認める物品の品名 

ニ 輸出差止申立ての有効期間 

⑵ 公表方法 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当該輸出差止申立てに係る上

記⑴の事項を総括知的財産調査官に連絡し、総括知的財産調査官は当

該事項を遅滞なく公表する。また、総括知的財産調査官は有効期間中

の輸出差止申立てを１月毎に取りまとめて本省に報告し、本省はそれ

を公表する。 

 

 

 

（輸出差止申立ての受理又は不受理の際の取扱い） 

69の４－７ 申立先税関の本関知的財産調査官は、以下により輸出差止申

立ての受理又は不受理の決定を行う。 

 

⑴ （同左） 

⑵ 申立先税関の本関知的財産調査官は、上記⑴の結果を当該輸出差止

申立てに基づき認定手続を執るべき他の税関の本関知的財産調査官に

通知する。なお、受理する場合には、当該輸出差止申立てが効力を有

する期間を、併せて通知するものとする。 

⑶及び⑷ （同左） 

⑸ 申立先税関の本関知的財産調査官は、輸出差止申立てを受理した場

合には、その内容を輸出差止申立情報として各税関官署に周知する。 

 

（輸出差止申立ての内容の受理後の公表） 

69の４－８ 輸出差止申立てを受理した場合には、「輸出（積戻し）差止

申立書」の記載事項について、次により公表する。 

⑴ 公表する事項 

「輸出（積戻し）差止申立書」の記載事項のうち【公表】と記載さ

れているもの 

  （新規） 

 

  （新規） 

  （新規） 

⑵ 公表方法 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当該輸出差止申立てに係る申

立人の氏名又は名称、連絡先、知的財産の内容（特許権又は実用新案

権にあっては、輸出差止申立てに係る請求項を限定する場合における

その請求項の番号を含む。）及び侵害すると認める物品の品名を、受

理後遅滞なく、本省及び総括知的財産調査官に通報することとする。

総括知的財産調査官は通報された事項を遅滞なく公表し、本省は申立

有効期間中の輸出差止申立てに係るものを１月毎に公表する。 
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（輸出差止申立ての更新） 

69の４－９ 申立人が輸出差止申立ての更新を希望する場合の取扱いは、

次による。 

⑴ 輸出差止申立ての有効期間の満了前３月から満了の日までの間に

「輸出（積戻し）差止申立更新申請書」（Ｃ－5660）（不正競争差止

請求権者（不正競争防止法第２条第１項第10号に掲げる行為を組成す

る貨物に係る者を除く。）にあっては、「輸出（積戻し）差止申立更

新申請書（保護対象商品等表示等関係）」（Ｃ－5662）、不正競争差

止請求権者（同号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。）に

あっては、「輸出（積戻し）差止申立更新申請書（保護対象営業秘密

関係）」（Ｃ－5663）。以下この節において「更新書」という。）及

び添付資料等を申立先税関に提出するよう求めるものとする。この場

合の提出部数は、１部とする。 

この場合において、輸出差止申立ての内容に変更がない場合は、更

新書（原本）及び登録原簿の謄本（認証官印付きであることを要しな

い。）の提出を求め、その他の添付資料等の提出は求めないものとす

る。なお、保護対象商品等表示等については、新たに経済産業大臣申

立時意見書の提出が必要となるので留意する。 

⑵ 更新書及び添付資料等が提出された場合は、申立先税関の本関知的

財産調査官は、申立審査通達の第２章において準用する第１章の１の

⑵に準じて記載事項等に不備がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

⑶ 申立先税関の本関知的財産調査官は、新たな侵害疎明が必要でない

ことが明らかな場合を除き、速やかにその写しを総括知的財産調査官

に送付する。 

 

 

 

（輸出差止申立ての更新） 

69の４－９ 申立人が輸出差止申立ての更新を希望する場合の取扱いは、

次による。 

⑴ 輸出差止申立ての有効期間の満了前３月から満了の日までの間に

「輸出（積戻し）差止申立更新申請書」（Ｃ－5660）（不正競争差止請

求権者（不正競争防止法第２条第１項第10号に掲げる行為を組成する

貨物に係る者を除く。）にあっては、「輸出（積戻し）差止申立更新申

請書（保護対象商品等表示等関係）」（Ｃ－5662）、不正競争差止請求

権者（同号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。）にあって

は、「輸出（積戻し）差止申立更新申請書（保護対象営業秘密関係）」

（Ｃ－5663）。以下この節において「更新書」という。）及び添付資料

等を申立先税関に提出するよう求めるものとする。この場合の提出部

数は、１部とする。 

 

 

 

 

 

⑵ 更新書及び添付資料等が提出された場合は、申立先税関の本関知的

財産調査官は、申立審査通達の第１章の１の⑵に準じて記載事項等に

不備がないことを確認する。ただし、輸出差止申立てに追加すべき事

項（内容の変更を含む。）がない場合には、更新書（原本）及び登録

原簿の謄本（認証官印付きであることを要しない。）の提出を求め、

その他の添付資料等の提出は求めないものとする。なお、保護対象商

品等表示等については、新たに経済産業大臣申立時意見書の提出が必

要となるので留意する。 

⑶ 申立先税関の本関知的財産調査官は、更新書に追加すべき事項が含

まれている場合には、速やかにその写しを総括知的財産調査官に送付

するものとする。ただし、当該追加すべき事項が軽微な場合等、新た

な侵害疎明が必要でないことが明らかである場合は、送付を省略して

差し支えない。 
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（注）「新たな侵害疎明が必要」とは、当初の輸出差止申立てにおい

て「侵害と認める理由」に記載した事項と異なる疎明が必要とさ

れる場合であって、例えば、申立対象物品が異なる場合や保護対

象営業秘密に係る善意・無重過失でない者を追加する場合などを

指す。以下この節において同じ。 

⑷ 上記⑶により更新書の写しの送付を受けた総括知的財産調査官は、

新たな侵害疎明が必要か否かを申立先税関の本関知的財産調査官に連

絡するものとする。申立先税関の本関知的財産調査官は、新たな侵害

疎明が必要なものについては、原則として前記69の４－２の⑶に規定

する「輸出（積戻し）差止申立書」の提出を求めることになるので、

留意する。 

⑸及び⑹ （省略） 

 

 （輸出差止申立ての内容変更） 

69の４－10 輸出差止申立て（前記69の４－９の規定に基づく更新を含

む。後記69の４－11までにおいて同じ。）を受理した後、輸出差止申立

ての有効期間内に申立人から、内容変更（追加情報を含む。）の申出が

あった場合の取扱いは、次による。 

⑴ （省略） 

⑵ 内容変更の書面が提出された場合は、申立先税関の本関知的財産調

査官は、申立審査通達の第２章において準用する第１章の１の⑵に準

じて記載事項等に不備がないことを確認する。また、新たな侵害疎明

が必要でないことが明らかな場合を除き、速やかにその写しを総括知

的財産調査官に送付する。 

 

⑶ 上記⑵により内容変更の書面の写しの送付を受けた総括知的財産調

査官は、当該内容変更すべき事項について、新たな侵害疎明が必要か

否かを申立先税関の本関知的財産調査官に連絡するものとする。申立

先税関の本関知的財産調査官は、新たな侵害疎明が必要なものについ

ては、原則として前記69の４－２の⑶に規定する「輸出（積戻し）差

止申立書」の提出を新たに求めることになるので、留意する。 

 

（注）「新たな侵害疎明が必要」とは、当初の輸出差止申立てにおい

て「侵害と認める理由」に記載した事項と異なる疎明が必要とさ

れる場合であって、例えば、申立対象物品が異なる場合や保護対

象営業秘密に係る善意・無重過失でない者を追加する場合などを

指す。以下この節において同じ。 

⑷ 上記⑶により更新書の写しの送付を受けた総括知的財産調査官は、

当該追加すべき事項について、新たな侵害疎明が必要となるか否かを

申立先税関の本関知的財産調査官に通知するものとする。申立先税関

の本関知的財産調査官は、新たな侵害疎明が必要となるものについて

は、原則として前記69の４－２の⑶に規定する「輸出（積戻し）差止

申立書」の提出を求めることになるので、留意する。 

⑸及び⑹ （同左） 

 

 （輸出差止申立ての内容変更） 

69の４－10 輸出差止申立て（前記69の４－９の規定に基づく更新を含

む。後記69の４－11までにおいて同じ。）を受理した後、輸出差止申立

ての有効期間内に申立人から、内容変更（追加情報を含む。）の申出が

あった場合の取扱いは、次による。 

⑴ （同左） 

⑵ 内容変更の書面が提出された場合は、申立先税関の本関知的財産調

査官は、速やかにその写しを総括知的財産調査官に送付するととも

に、申立審査通達の第１章の１の⑵に準じて記載事項等に不備がない

ことを確認する。ただし、変更内容が軽微な場合等、新たな侵害疎明

が必要でないことが明らかである場合は、送付を省略して差し支えな

い。 

⑶ 上記⑵により内容変更の書面の写しの送付を受けた総括知的財産調

査官は、当該内容変更すべき事項について、新たな侵害疎明が必要と

なるか否かを申立先税関の本関知的財産調査官に通知するものとす

る。申立先税関の本関知的財産調査官は、新たな侵害疎明が必要とな

るものについては、原則として前記69の４－２の⑶に規定する「輸出

（積戻し）差止申立書」の提出を新たに求めることになるので、留意

する。 
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⑷ 申立先税関の本関知的財産調査官は、内容変更の書面に記載事項及

び添付資料等の不備がないこと並びに新たな侵害疎明が必要でないこ

とを確認したときは、当該内容変更を認める。 

 

 

 

 

⑸ 輸出差止申立ての内容変更を認めた際の取扱い及び輸出差止申立て

の内容の公表は、前記69の４－７及び69の４－８に準じて取り扱うも

のとする。 

 

（輸出差止申立ての受理の撤回等） 

69の４－11 輸出差止申立ての受理の撤回及び輸出差止申立ての取下げの

取扱いは、次による。 

⑴ 輸出差止申立ての受理の撤回 

輸出差止申立てのうち受理要件を満たさなくなったと思料されるも

のについては、受理を撤回するものとする。ただし、撤回するに先立

ち申立人に対して意見を述べる機会を与えるものとし、撤回した場合

には、申立先税関の本関知的財産調査官は、「輸出（積戻し）差止申

立て・更新受理撤回通知書」（Ｃ－5664）により理由を付して申立人

に通知する。 

 

なお、輸出差止申立ての受理を撤回する場合には、申立先税関の本

関知的財産調査官は、総括知的財産調査官と協議するものとする。 

⑵ 輸出差止申立ての取下げ 

申立人から輸出差止申立ての有効期間内に申立先税関に対して、書

面（任意の様式）により当該輸出差止申立ての取下げの申出があった

場合には、これを認めるものとする。 

 

 

（注）輸出差止申立ての有効期間内に知的財産の譲渡等により申立人

が知的財産を有しないこととなったことが判明した場合には、当

⑷ 申立先税関の本関知的財産調査官は、内容変更の書面に記載事項及

び添付資料等の不備がないこと並びに新たな侵害疎明が必要でないこ

とを確認したときは、当該内容変更を認めるとともに、速やかにその

写しを当該内容変更に係る輸出差止申立てに基づき認定手続を執るべ

き他の税関の本関知的財産調査官へ送付する。なお、内容変更を認め

た当該輸出差止申立ての内容の公表は、前記69の４－８に準じて取り

扱う。 

 （新規） 

 

 

 

（輸出差止申立ての受理の撤回等） 

69の４－11 輸出差止申立ての受理の撤回及び輸出差止申立ての取下げの

取扱いは、次による。 

⑴ 輸出差止申立ての受理の撤回 

輸出差止申立てのうち受理要件を満たさなくなったと思料されるも

のについては、受理を撤回するものとする。ただし、撤回するに先立

ち申立人に対して意見を述べる機会を与えるものとし、撤回した場合

には、申立先税関の本関知的財産調査官は、「輸出（積戻し）差止申

立て・更新受理撤回通知書」（Ｃ－5664）により理由を付して申立人

に通知するとともに、当該輸出差止申立てに基づき認定手続を執るべ

き他の税関の本関知的財産調査官にその旨連絡するものとする。 

なお、輸出差止申立ての受理を撤回する場合には、申立先税関の本

関知的財産調査官は、総括知的財産調査官と協議するものとする。 

⑵ 輸出差止申立ての取下げ 

申立人から輸出差止申立ての有効期間内に申立先税関に対して、書

面（任意の様式）により当該輸出差止申立ての取下げの申出があった

場合には、これを認めるものとし、申立先税関の本関知的財産調査官

は、総括知的財産調査官及び当該輸出差止申立てに基づき認定手続を

執るべき他の税関の本関知的財産調査官にその旨を通報する。 

（注）輸出差止申立ての有効期間内に知的財産の譲渡等により申立人

が知的財産を有しないこととなったことが判明した場合には、当
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改正後 改正前 

該輸出差止申立てに基づく取締りは行えないことに留意する。こ

の場合には、その旨を当該申立人に通知し、取下げをしょうよう

するとともに、総括知的財産調査官及び当該輸出差止申立てに基

づき認定手続を執るべき他の税関に連絡することとする。 

⑶ 輸出差止申立ての受理を撤回し又は取下げを認めた際の取扱い及び

輸出差止申立ての内容の公表の中止については、前記69の４－７及び

69の４－８に準じて取り扱うものとする。 

 

第８節 知的財産侵害物品（輸入） 

 

（その他の資料） 

69の13－４ 申立先税関の本関知的財産調査官は、申立人から次の①から

⑥に掲げる資料等を輸入差止申立ての受理の際又は当該受理の後追加し

て提出したい旨の申出があった場合において、認定手続を執るために必

要と認めるときは、当該資料等を逐次受理し、当該輸入差止申立てに基

づき認定手続を執る他の税関に連絡する。この場合において、提出され

た資料等は、輸入差止申立てに係る添付資料等の一部として取り扱うこ

ととする。なお、申立先税関の本関知的財産調査官及び総括知的財産調

査官が必要と認める場合には、必要と認める資料等の提出をしょうよう

して差し支えない。 

①～⑥ （省略） 

 

（輸入差止申立ての受理前の公表等） 

69の13－６ 前記69の13－２の規定に基づき提出された「輸入差止申立書

」（「輸入差止申立書（保護対象営業秘密関係）」を除く。）の記載事項及

び添付資料に不備がないことを確認したときは、速やかに以下の事務を

行うものとする。 

⑴ 税関ホームページにおける公表等 

総括知的財産調査官は、申立審査通達の第１章の２の⑴により申立

先税関の本関知的財産調査官から連絡を受けた場合、「輸入差止申立

書」に基づき、次の事項を財務省の税関ホームページを利用して公表

する。この場合には、利害関係者が申立先税関に意見を提出できる旨

該輸出差止申立てに基づく取締りは行えないことに留意する。こ

の場合には、その旨を当該申立人に通知し、取下げをしょうよう

するとともに、本省及び当該輸出差止申立てに基づき認定手続を

執るべき他の税関に通報することとする。 

 （新規） 

 

 

 

第８節 知的財産侵害物品（輸入） 

 

（その他の資料） 

69の13－４ 申立先税関の本関知的財産調査官は、申立人から次の①から

⑥に掲げる資料等を輸入差止申立ての受理の際又は当該受理の後追加し

て提出したい旨の申し出があった場合において、認定手続を執るために

必要と認めるときは、当該資料等を逐次受理し、当該輸入差止申立てに

基づき認定手続を執る他の税関に通知する。この場合において、提出さ

れた資料等は、輸入差止申立てに係る添付資料等の一部として取り扱う

こととする。なお、申立先税関の本関知的財産調査官及び総括知的財産

調査官が必要と認める場合には、必要と認める資料等の提出をしょうよ

うして差し支えない。 

①～⑥ （同左） 

 

（輸入差止申立ての受理前の公表等） 

69の13－６ 前記69の13－２の規定に基づき提出された「輸入差止申立書

」（「輸入差止申立書（保護対象営業秘密関係）」を除く。）の記載事項及

び添付資料に不備がないことを確認したときは、速やかに以下の事務を

行うものとする。 

⑴ 税関ホームページにおける公表等 

総括知的財産調査官は、申立審査通達の第１章の２の⑴により申立

先税関の本関知的財産調査官から送付された「輸入差止申立書」等の

写しに基づき、次の事項を財務省の税関ホームページを利用して公表

する。この場合には、利害関係者が申立先税関に意見を提出できる旨
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改正後 改正前 

を付記するものとする。なお、申立審査通達の第１章の３の⑴によ

り、公表前に「輸入差止申立書」の記載事項の補正が必要であると判

明した場合は、申立人に補正を求め、補正後速やかに公表するものと

する。 

①～⑥ （同左） 

⑵～⑸ （省略） 

 

（輸入差止申立ての受理又は不受理の際の取扱い） 

69の13－７ 申立先税関の本関知的財産調査官による輸入差止申立ての受

理又は不受理の決定、及び総括知的財産調査官による当該決定の周知

は、次による。 

⑴ （省略） 

⑵ 申立先税関の本関知的財産調査官は、上記⑴の結果を総括知的財産

調査官に連絡する。なお、受理の場合には、当該輸入差止申立ての有

効期間を、併せて連絡するものとする。 

 

⑶及び⑷ （省略） 

⑸ 総括知的財産調査官は、上記⑵の連絡に係る内容を各税関官署に周

知する。 

 

（輸入差止申立ての内容の受理後の公表） 

69の13－８ 輸入差止申立てを受理した場合には、「輸入差止申立書」の

記載事項について、次により公表する。 

⑴ 公表する事項 

イ 申立人の氏名又は名称、法人番号、連絡先名、連絡先電話番号 

 

ロ 知的財産の内容（特許権及び実用新案権は請求項の番号を含む。 

 ） 

ハ 侵害すると認める物品の品名 

ニ 輸入差止申立ての有効期間 

⑵ 公表方法 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当該輸入差止申立てに係る上

を付記するものとする。なお、申立審査通達の第１章の３の⑴によ

り、公表前に「輸入差止申立書」の記載事項の補正が必要であると判

明した場合は、申立人に補正を求め、補正後速やかに公表するものと

する。 

①～⑥ （同左） 

⑵～⑸ （同左） 

 

（輸入差止申立ての受理又は不受理の際の取扱い） 

69の13－７ 申立先税関の本関知的財産調査官は、以下により輸入差止申

立ての受理又は不受理の決定を行う。 

 

⑴ （同左） 

⑵ 申立先税関の本関知的財産調査官は、上記⑴の結果を当該輸入差止

申立てに基づき認定手続を執るべき他の税関の本関知的財産調査官に

通知する。なお、受理する場合には、当該輸入差止申立てが効力を有

する期間を、併せて通知するものとする。 

⑶及び⑷ （同左） 

⑸ 申立先税関の本関知的財産調査官は、輸入差止申立てを受理した場

合には、その内容を輸入差止申立情報として各税関官署に周知する。 

 

（輸入差止申立ての内容の受理後の公表） 

69の13－８ 輸入差止申立てを受理した場合には、「輸入差止申立書」の

記載事項について、次により公表する。 

⑴ 公表する事項 

「輸入差止申立書」の記載事項のうち【公表】と記載されているも  

  の 

 （新規） 

 

 （新規） 

 （新規） 

⑵ 公表方法 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当該輸入差止申立てに係る申
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記⑴の事項を総括知的財産調査官に連絡し、総括知的財産調査官は当

該事項を遅滞なく公表する。また、総括知的財産調査官は有効期間中

の輸入差止申立てを１月毎に取りまとめて本省に報告し、本省はそれ

を公表する。 

 

 

 

（輸入差止申立ての更新） 

69の13－９ 申立人が輸入差止申立ての更新を希望する場合の取扱いは、

次による。 

⑴ 輸入差止申立ての有効期間の満了前３月から満了の日までの間に

「輸入差止申立更新申請書」（Ｃ－5860）（著作権法第113条第10項に

係るものにあっては、「輸入差止申立更新申請書（還流防止措置関係

）」（Ｃ－5861）、不正競争差止請求権者（不正競争防止法第２条第１

項第10号に掲げる行為を組成する貨物に係る者を除く。）にあって

は、「輸入差止申立更新申請書（保護対象商品等表示等関係）」（Ｃ－

5862）、不正競争差止請求権者（同号に掲げる行為を組成する貨物に

係る者に限る。）にあっては、「輸入差止申立更新申請書（保護対象営

業秘密関係）」（Ｃ－5863）。以下この節において「更新書」という。）

及び添付資料等を申立先税関に提出するよう求めるものとする。この

場合の提出部数は、１部とする。 

この場合において、輸入差止申立ての内容に変更がない場合は、更

新書（原本）及び登録原簿の謄本（認証官印付きであることを要しな

い。）の提出を求め、その他の添付資料等の提出は求めないものとす

る。なお、保護対象商品等表示等については、新たに経済産業大臣申

立時意見書の提出が必要となるので留意する。 

⑵ 更新書及び添付資料等が提出された場合は、申立先税関の本関知的

財産調査官は、申立審査通達の第１章の１の⑵に準じて記載事項等に

不備がないことを確認する。 

 

 

 

立人の氏名又は名称、連絡先、知的財産の内容（特許権又は実用新案

権にあっては、輸入差止申立てに係る請求項を限定する場合における

その請求項の番号を含む。）及び侵害すると認める物品の品名を、受

理後遅滞なく、本省及び総括知的財産調査官に通報することとする。

総括知的財産調査官は通報された事項を遅滞なく公表し、本省は申立

有効期間中の輸入差止申立てに係るものを１月毎に公表する。 

 

（輸入差止申立ての更新） 

69の13－９ 申立人が輸入差止申立ての更新を希望する場合の取扱いは、

次による。 

⑴ 輸入差止申立ての有効期間の満了前３月から満了の日までの間に

「輸入差止申立更新申請書」（Ｃ－5860）（著作権法第113条第10項に

係るものにあっては、「輸入差止申立更新申請書（還流防止措置関係

）」（Ｃ－5861）、不正競争差止請求権者（不正競争防止法第２条第１

項第10号に掲げる行為を組成する貨物に係る者を除く。）にあって

は、「輸入差止申立更新申請書（保護対象商品等表示等関係）」（Ｃ－

5862）、不正競争差止請求権者（同号に掲げる行為を組成する貨物に

係る者に限る。）にあっては、「輸入差止申立更新申請書（保護対象営

業秘密関係）」（Ｃ－5863）。以下この節において「更新書」という。）

及び添付資料等を申立先税関に提出するよう求めるものとする。この

場合の提出部数は、１部とする。 

 

 

 

 

 

⑵ 更新書及び添付資料等が提出された場合は、申立先税関の本関知的

財産調査官は、申立審査通達の第１章の１の⑵に準じて記載事項等に

不備がないことを確認する。ただし、輸入差止申立てに追加すべき事

項（内容の変更を含む。）がない場合には、更新書（原本）及び登録

原簿の謄本（認証官印付きであることを要しない。）の提出を求め、

その他の添付資料等の提出は求めないものとする。なお、保護対象商
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⑶ 申立先税関の本関知的財産調査官は、新たな侵害疎明が必要でない

ことが明らかな場合を除き、速やかにその写しを総括知的財産調査官

に送付する。 

 

 

（注）「新たな侵害疎明が必要」とは、当初の輸入差止申立てにおい

て「侵害と認める理由」に記載した事項と異なる疎明が必要とさ

れる場合であって、例えば、申立対象物品が異なる場合や保護対

象営業秘密に係る善意・無重過失でない者を追加する場合などを

指す。以下この節において同じ。 

⑷ 上記⑶により更新書の写しの送付を受けた総括知的財産調査官は、

新たな侵害疎明が必要か否かを申立先税関の本関知的財産調査官に連

絡するものとする。申立先税関の本関知的財産調査官は、新たな侵害

疎明が必要なものについては、原則として前記69の13－２の⑶に規定

する「輸入差止申立書」の提出を求めることになるので、留意する。 

 

⑸及び⑹ （省略） 

 

 （輸入差止申立ての内容変更） 

69の13－10 輸入差止申立て（前記69の13－９の規定に基づく更新を含

む。後記69の13－11までにおいて同じ。）を受理した後、輸入差止申立

ての有効期間内に申立人から、内容変更（追加情報を含む。）の申出が

あった場合の取扱いは、次による。 

⑴ （省略） 

⑵ 内容変更の書面が提出された場合は、申立先税関の本関知的財産調

査官は、申立審査通達の第１章の１の⑵に準じて記載事項等に不備が

ないことを確認する。また、新たな侵害疎明が必要でないことが明ら

かな場合を除き、速やかにその写しを総括知的財産調査官に送付す

る。 

 

品等表示等については、新たに経済産業大臣申立時意見書の提出が必

要となるので留意する。 

⑶ 申立先税関の本関知的財産調査官は、更新書に追加すべき事項が含

まれている場合には、速やかにその写しを総括知的財産調査官に送付

するものとする。ただし、当該追加すべき事項が軽微な場合等、新た

な侵害疎明が必要でないことが明らかである場合は、送付を省略して

差し支えない。 

（注）「新たな侵害疎明が必要」とは、当初の輸入差止申立てにおい

て「侵害と認める理由」に記載した事項と異なる疎明が必要とさ

れる場合であって、例えば、申立対象物品が異なる場合や保護対

象営業秘密に係る善意・無重過失でない者を追加する場合などを

指す。以下この節において同じ。 

⑷ 上記⑶により更新書の写しの送付を受けた総括知的財産調査官は、

当該追加すべき事項について、新たな侵害疎明が必要となるか否かを

申立先税関の本関知的財産調査官に通知するものとする。申立先税関

の本関知的財産調査官は、新たな侵害疎明が必要となるものについて

は、原則として前記69の13－２の⑶に規定する「輸入差止申立書」の

提出を求めることになるので、留意する。 

⑸及び⑹ （同左） 

 

 （輸入差止申立ての内容変更） 

69の13－10 輸入差止申立て（前記69の13－９の規定に基づく更新を含

む。後記69の13－11までにおいて同じ。）を受理した後、輸入差止申立

ての有効期間内に申立人から、内容変更（追加情報を含む。）の申出が

あった場合の取扱いは、次による。 

⑴ （同左） 

⑵ 内容変更の書面が提出された場合は、申立先税関の本関知的財産調

査官は、速やかにその写しを総括知的財産調査官に送付するととも

に、申立審査通達の第１章の１の⑵に準じて記載事項等に不備がない

ことを確認する。ただし、変更内容が軽微な場合等、新たな侵害疎明

が必要でないことが明らかである場合は、送付を省略して差し支えな

い。 
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⑶ 上記⑵により内容変更の書面の写しの送付を受けた総括知的財産調

査官は、当該内容変更すべき事項について、新たな侵害疎明が必要か

否かを申立先税関の本関知的財産調査官に連絡するものとする。申立

先税関の本関知的財産調査官は、新たな侵害疎明が必要なものについ

ては、原則として前記69の13－２の⑶に規定する「輸入差止申立書」

の提出を新たに求めることになるので、留意する。 

⑷ 申立先税関の本関知的財産調査官は、内容変更の書面に記載事項及

び添付資料等の不備がないこと並びに新たな侵害疎明が必要でないこ

とを確認したときは、当該内容変更を認める。 

 

 

 

 

⑸ 輸入差止申立ての内容変更を認めた際の取扱い及び輸入差止申立て

の内容の公表は、前記69の13－７及び69の13－８に準じて取り扱うも

のとする。 

 

（輸入差止申立ての受理の撤回等） 

69の13－11 輸入差止申立ての受理の撤回及び輸入差止申立ての取下げの

取扱いは、次による。 

⑴ 輸入差止申立ての受理の撤回 

輸入差止申立てのうち受理要件を満たさなくなったと思料されるも

のについては、受理を撤回するものとする。ただし、撤回するに先立

ち申立人に対して意見を述べる機会を与えるものとし、撤回した場合

には、申立先税関の本関知的財産調査官は、「輸入差止申立て・更新

受理撤回通知書」（Ｃ－5864）により理由を付して申立人に通知する

ものとする。 

 

なお、輸入差止申立ての受理を撤回する場合には、申立先税関の本

関知的財産調査官は、総括知的財産調査官と協議するものとする。 

⑵ 輸入差止申立ての取下げ 

申立人から輸入差止申立ての有効期間中に申立先税関に対して、書

⑶ 上記⑵により内容変更の書面の写しの送付を受けた総括知的財産調

査官は、当該内容変更すべき事項について、新たな侵害疎明が必要と

なるか否かを申立先税関の本関知的財産調査官に通知するものとす

る。申立先税関の本関知的財産調査官は、新たな侵害疎明が必要とな

るものについては、原則として前記69の13－２の⑶に規定する「輸入

差止申立書」の提出を新たに求めることになるので、留意する。 

⑷ 申立先税関の本関知的財産調査官は、内容変更の書面に記載事項及

び添付資料等の不備がないこと並びに新たな侵害疎明が必要でないこ

とを確認したときは、当該内容変更を認めるとともに、速やかにその

写しを当該内容変更に係る輸入差止申立てに基づき認定手続を執るべ

き他の税関の本関知的財産調査官へ送付する。なお、内容変更を認め

た当該輸入差止申立ての内容の公表は、前記69の13－８に準じて取り

扱う。 

 （新規） 

 

 

 

（輸入差止申立ての受理の撤回等） 

69の13－11 輸入差止申立ての受理の撤回及び輸入差止申立ての取下げの

取扱いは、次による。 

⑴ 輸入差止申立ての受理の撤回 

輸入差止申立てのうち受理要件を満たさなくなったと思料されるも

のについては、受理を撤回するものとする。ただし、撤回するに先立

ち申立人に対して意見を述べる機会を与えるものとし、撤回した場合

には、申立先税関の本関知的財産調査官は、「輸入差止申立て・更新

受理撤回通知書」（Ｃ－5864）により理由を付して申立人に通知する

とともに、当該輸入差止申立てに基づき認定手続を執るべき他の税関

の本関知的財産調査官にその旨連絡するものとする。 

なお、輸入差止申立ての受理を撤回する場合には、申立先税関の本

関知的財産調査官は、総括知的財産調査官と協議するものとする。 

⑵ 輸入差止申立ての取下げ 

申立人から輸入差止申立ての有効期間中に申立先税関に対して、書
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面（任意の様式）により当該輸入差止申立ての取下げの申出があった

場合には、これを認めるものとする。 

 

 

（注）輸入差止申立ての有効期間内に知的財産の譲渡等により申立人

が知的財産を有しないこととなったことが判明した場合には、当

該輸入差止申立てに基づく取締りは行えないことに留意する。こ

の場合には、その旨を当該申立人に通知し、取下げをしょうよう

するとともに、総括知的財産調査官及び当該輸入差止申立てに基

づき認定手続を執るべき他の税関に連絡することとする。 

⑶ 輸入差止申立ての受理を撤回し又は取下げを認めた際の取扱い及び

輸入差止申立ての内容の公表の中止については、前記69の13－７及び

69の13－８に準じて取り扱うものとする。 

 

（輸入差止情報提供の取扱い） 

69の13－12 輸入差止情報提供の手続及びその取扱いは、次による。 

⑴ （省略） 

⑵ 輸入差止情報提供の手続 

輸入差止情報提供をしようとする権利者に対し、次により所要の資

料の提出等を求めるものとする。 

イ～ニ （省略） 

ホ その他の資料 

情報提供先税関の本関知的財産調査官は、情報提供者から次の①

から④に掲げる資料等を輸入差止情報提供の提出の際又は当該受付

の後追加して提出したい旨の申出があった場合において、輸入の差

止めを実施するために必要と認めるときは、当該資料等を逐次受け

付け、当該輸入差止情報提供の対象となっている他の税関に連絡す

る。この場合において、提出された資料等は、輸入差止情報提供に

係る添付資料等の一部として取り扱うこととする。 

①～④ （省略） 

⑶ 輸入差止情報提供の受付及び審査等 

輸入差止情報提供の受付及び審査等については、申立審査通達の第

面（任意の様式）により当該輸入差止申立ての取下げの申出があった

場合には、これを認めるものとし、申立先税関の本関知的財産調査官

は、総括知的財産調査官及び当該輸入差止申立てに基づき認定手続を

執るべき他の税関の本関知的財産調査官にその旨を通報する。 

（注）輸入差止申立ての有効期間内に知的財産の譲渡等により申立人

が知的財産を有しないこととなったことが判明した場合には、当

該輸入差止申立てに基づく取締りは行えないことに留意する。こ

の場合には、その旨を当該申立人に通知し、取下げをしょうよう

するとともに、本省及び当該輸入差止申立てに基づき認定手続を

執るべき他の税関に通報することとする。 

 （新規） 

 

 

 

（輸入差止情報提供の取扱い） 

69の13－12 輸入差止情報提供の手続及びその取扱いは、次による。 

⑴ （同左） 

⑵ 輸入差止情報提供の手続 

輸入差止情報提供をしようとする権利者に対し、次により所要の資

料の提出等を求めるものとする。 

イ～ニ （同左） 

ホ その他の資料 

情報提供先税関の本関知的財産調査官は、情報提供者から次の①

から④に掲げる資料等を輸入差止情報提供の提出の際又は当該受付

の後追加して提出したい旨の申し出があった場合において、輸入の

差止めを実施するために必要と認めるときは、当該資料等を逐次受

け付け、当該輸入差止情報提供の対象となっている他の税関に通知

する。この場合において、提出された資料等は、輸入差止情報提供

に係る添付資料等の一部として取り扱うこととする。 

①～④ （同左） 

⑶ 輸入差止情報提供の受付及び審査等 

輸入差止情報提供の受付及び審査等については、申立審査通達の第
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１章に準じて取り扱うものとし、輸入差止情報提供を受け付けた場合

には、速やかに総括知的財産調査官及び輸入差止情報提供の対象とな

っている他の税関の本関知的財産調査官に、輸入差止情報提供を受け

付けた旨を「輸入差止情報提供書」及び添付資料等とともに連絡す

る。輸入差止情報提供を受け付けない場合には、情報提供を行おうと

した者にその理由を開示する。 

⑷～⑹ （省略） 

 

第６章の２ 認定通関業者 

 

 （認定通関業者の認定申請手続） 

79－１ 法第79条第１項の規定に基づく認定の申請は、「特例輸入者等承

認・認定申請書」（Ｃ－9000）（以下この章において「申請書」という。

）２通（原本、申請者用）（申請者が認定通関業者の認定の申請と同時

に特定保税承認者又は特定保税運送者の承認を受けることを希望する場

合には、当該申請者が受けようとする１承認につき１通を加えた数の申

請書を提出することとする。）を、通関業法第２条第１号に規定する通

関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関（以下この章において「所

轄税関」といい、複数の所轄税関がある場合は、そのいずれかの所轄税

関とする。）の本関の認定通関業者の認定に係る事務を担当する部門

（以下この章において「担当部門」という。）に提出することにより行

う。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、所轄税関の本関の担当部門又は

当該申請者が申請書を提出する税関（以下この章において「担当税関」

という。）若しくは所轄税関の最寄りの官署（以下この章において「署

所」という。）の窓口担当部門へ提出することを妨げない。この場合に

おいて、当該申請書の提出があった所轄税関の本関の担当部門又は署所

の窓口担当部門は、その申請書を（所轄税関の最寄りの官署の窓口担当

部門に提出があった場合は、当該税関の本関の担当部門を経由して）速

やかに担当税関の本関の担当部門に送付するものとする。 

なお、申請書の添付書類及び申請書の記載事項の取扱いは、次によ

る。 

１章に準じて取り扱うものとし、輸入差止情報提供を受け付けた場合

には、速やかに輸入差止情報提供の対象となっている他の税関の本関

知的財産調査官に「輸入差止情報提供書」及び添付資料等を送付し、

輸入差止情報提供を受け付けない場合には、情報提供を行おうとした

者にその理由を開示する。 

 

⑷～⑹ （同左） 

 

第６章の２ 認定通関業者 

 

 （認定通関業者の認定申請手続） 

79－１ 法第79条第１項の規定に基づく認定の申請は、「特例輸入者等承

認・認定申請書」（Ｃ－9000）（以下この章において「申請書」という。

）２通（原本、申請者用）（申請者が認定通関業者の認定の申請と同時

に特定保税承認者又は特定保税運送者の承認を受けることを希望する場

合には、当該申請者が受けようとする１承認につき１通を加えた数の申

請書を提出することとする。）を、通関業法第２条第１号に規定する通

関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関（以下のこの章において

「所轄税関」といい、複数の所轄税関がある場合は、そのいずれかの所

轄税関とする。）の本関の認定通関業者の認定に係る事務を担当する部

門（以下この章において「担当部門」という。）に提出することにより

行う。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、当該申請者が申請書を提出する

税関（以下この章において「担当税関」という。）の最寄りの官署（以

下この章において「署所」という。）の窓口担当部門へ提出することを

妨げない。この場合において、当該申請書を受理した署所の窓口担当部

門は、その申請書を速やかに本関の担当部門に送付するものとする。 

なお、申請書の添付書類及び申請書の記載事項の取扱いは、次によ

る。 
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⑴～⑶ （省略） 

 

 （認定申請の撤回手続） 

79－２ 申請書の提出後において、認定又は不認定の通知までの間に申請

の撤回の申出があった場合には、申請者の住所、氏名又は名称及び撤回

の理由を記載した任意の様式による「認定通関業者認定申請撤回申請書

」１通を担当税関の担当部門へ提出することとする。ただし、申請者の

利便性等を考慮し、所轄税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門

へ提出することを妨げない。この場合において、当該申請書の提出があ

った所轄税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門は、その申請書

を（所轄税関の最寄りの官署の窓口担当部門に提出があった場合は、当

該税関の本関の担当部門を経由して）速やかに担当税関の本関の担当部

門に送付するものとする。 

 

 （認定等の通知） 

79－３ 令第69条第４項の規定に基づく認定又は不認定の申請者への通知

は、次による。 

⑴ （省略） 

⑵ 認定書等の交付は、当分の間、申請書を受理した日（署所の窓口担

当部門に提出された場合にあっては、当該窓口担当部門に提出があっ

た日）から２月以内に行うよう努めることとするが、やむを得ない理

由により２月を超える場合は、あらかじめ申請者にその旨を通知する

ものとする。 

 

 （認定内容の変更手続） 

79－４ 認定通関業者に係る認定内容の変更の届出等の手続は、次によ

る。 

⑴ （省略） 

⑵ 法第79条第３項第１号ハからホまでに該当することとなった場合又

は法第79条の４第１項第２号若しくは第３号に規定する認定の失効事

由に該当した場合にはその旨を、次のいずれかに該当する場合にはそ

の内容を認定内容の変更手続により遅滞なく担当税関の本関の担当部

⑴～⑶ （同左） 

 

 （認定申請の撤回手続） 

79－２ 申請書の提出後において、認定又は不認定の通知までの間に申請

の撤回の申出があった場合には、申請者の住所、氏名又は名称及び撤回

の理由を記載した任意の様式による「認定通関業者認定申請撤回申請書

」１通を担当税関の担当部門へ提出することとする。ただし、申請者の

利便性等を考慮し、担当税関又は主な所轄税関の署所の窓口担当部門へ

提出することを妨げない。この場合において、当該申請書を受理した署

所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の担当部門に送付する

ものとする。 

 

 

 

 （認定等の通知） 

79－３ 令第69条第４項の規定に基づく認定又は不認定の申請者への通知

は、次による。 

⑴ （同左） 

⑵ 認定書等の交付は、当分の間、申請書を受理した日（署所の窓口担

当部門に提出された場合にあっては、当該窓口担当部門において受理

した日）から２月以内に行うよう努めることとするが、やむを得ない

理由により２月を超える場合は、あらかじめ申請者にその旨を通知す

るものとする。 

 

 （認定内容の変更手続） 

79－４ 認定通関業者に係る認定内容の変更の届出等の手続は、次によ

る。 

⑴ （同左） 

⑵ 法第79条第３項第１号ハからホまでに該当することとなった場合又

は法第79条の４第１項第２号若しくは第３号に規定する認定の失効事

由に該当した場合にはその旨を、次のいずれかに該当する場合にはそ

の内容を認定内容の変更手続により遅滞なく税関に届け出るようしょ
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門に届け出るようしょうようする。なお、届出者の利便性等を考慮

し、所轄税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門へ提出するこ

とを妨げない。この場合において、当該変更届の提出があった所轄税

関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門は、その変更届を（所轄

税関の最寄りの官署の窓口担当部門に提出があった場合は、当該税関

の本関の担当部門を経由して）速やかに担当税関の本関の担当部門に

送付するものとする。 

イ及びロ （省略） 

ハ 「特例輸入者の承認要件等の審査要領について」別紙２の１⑤及

び４⑤に規定する委託先に変更があった場合 

ニ （省略） 

 

 （認定の公告） 

79－６ 法第79条第４項に規定する認定通関業者の認定の公告は、次に掲

げる事項について、担当税関の税関官署の見やすい場所に掲示して行う

ほか、担当税関のホームページに掲載するものとする。なお、全国の認

定通関業者の一覧については、関税局において各税関のホームページに

掲載することとしているので留意する。 

⑴ 認定年月日、認定通関業者の住所又は居所及び氏名又は名称（法人

の場合は法人番号を併記） 

⑵及び⑶ （省略） 

 

 （認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出） 

79の３－１ 令第69条の２の規定による届出（以下この項において単に

「届出」という。）の手続については、次による。 

⑴ 届出を行おうとする場合には、「特例輸入者の承認等取りやめ届」

（Ｃ－9040）２通（原本、届出者用）を担当税関の本関の担当部門に

提出することにより行う。ただし、届出者の利便性等を考慮し、所轄

税関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門へ提出することを妨げ

ない。この場合において、当該届出に係る書面の提出があった所轄税

関の本関の担当部門又は署所の窓口担当部門は、その書面を（所轄税

関の最寄りの官署の窓口担当部門に提出があった場合は、当該税関の

うようする。なお、申請者の利便性等を考慮し、担当税関の署所の窓

口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該変更

届を受理した署所の窓口担当部門は、その変更届を速やかに本関の担

当部門に送付するものとする。 

 

 

 

イ及びロ （同左） 

ハ 貨物の管理を関連会社等に委託している場合の委託先に変更があ

った場合 

ニ （同左） 

 

 （認定の公告） 

79－６ 法第79条第４項に規定する認定通関業者の認定の公告は、次に掲

げる事項について、担当税関の税関官署の見やすい場所に掲示して行う

ほか、各税関のホームページに掲載するものとする。なお、全国の認定

通関業者の一覧については、関税局において各税関のホームページに掲

載することとしているので留意する。 

⑴ 認定年月日、認定通関業者の住所又は居所及び氏名又は名称 

 

⑵及び⑶ （同左） 

 

 （認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出） 

79の３－１ 令第69条の２の規定による届出（以下この項において単に

「届出」という。）の手続については、次による。 

⑴ 届出を行おうとする場合には、「特例輸入者の承認等取りやめ届」

（Ｃ－9040）２通（原本、届出者用）を担当税関の担当部門に提出す

ることにより行う。ただし、申請者の利便性等を考慮し、署所の窓口

担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該届出に

係る書面を受理した署所の窓口担当部門は、その書面を速やかに本関

の担当部門に送付するものとする。 
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本関の担当部門を経由して）速やかに担当税関の本関の担当部門に送

付するものとする。 

⑵ （省略） 

 

 （認定の失効の公告） 

79の４－１ 第79条の４第２項に規定する認定の失効の公告は、失効年月

日、認定通関業者の住所又は居所及び氏名又は名称（法人の場合は法人

番号を併記）について、担当税関の税関官署の見やすい場所に掲示して

行うほか、担当税関のホームページに掲載するものとする。 

 

 （認定の承継の承認に係る公告） 

79の６－２ 法第79条の６において準用する法第48条の２第６項の規定に

基づく認定通関業者の認定の承継の承認に係る公告は、次の内容につき

行うものとする。 

⑴ 承継を受ける者の氏名又は名称（法人の場合は法人番号を併記）及

び住所 

⑵ 承継前に認定を受けていた者の氏名又は名称（法人の場合は法人番

号を併記）及び住所 

⑶ （省略） 

 

第９章 雑則 

 

（特定保税承認者に係る許可手数料の軽減又は免除の取扱い） 

101－３ 届出蔵置場（手数料令第２条第４項に規定する届出蔵置場をい

う。この項及び次項において同じ。）又は届出工場（同令第３条第３項

に規定する届出工場をいう。この項及び次項において同じ。）につい

て、法第50条第１項に規定する外国貨物の蔵置等に関する業務又は法第

56条第１項に規定する保税作業に関する業務が電子情報処理組織を使用

して行われないことにより、手数料を軽減又は免除する要件を満たさな

いこととなる場合の取扱いは、次による。 

⑴ 事前に予定されている場合 

手数料を軽減又は免除する要件を満たさなくなることが事前に判明

 

 

⑵ （同左） 

 

 （認定の失効の公告） 

79の４－１ 第79条の４第２項に規定する認定の失効の公告は、失効年月

日、認定通関業者の住所又は居所及び氏名又は名称について、担当税関

の税関官署の見やすい場所に掲示して行うほか、各税関のホームページ

に掲載するものとする。 

 

 （認定の承継の承認に係る公告） 

79の６－２ 法第79条の６において準用する法第48条の２第６項の規定に

基づく認定通関業者の認定の承継の承認に係る公告は、次の内容につき

行うものとする。 

⑴ 承継を受ける者の氏名又は名称及び住所 

 

⑵ 承継前に認定を受けていた者の氏名又は名称及び住所 

 

⑶ （同左） 

 

第９章 雑則 

 

（特定保税承認者に係る許可手数料の軽減又は免除の取扱い） 

101－３ 届出蔵置場（手数料令第２条第４項に規定する届出蔵置場をい

う。この項及び次項において同じ。）又は届出工場（同令第３条第３項

に規定する届出工場をいう。この項及び次項において同じ。）となる要

件を満たさないこととなる場合の取扱いは、次による。 

 

 

 

⑴ 事前に予定されている場合 

同令第２条第４項又は第３条第３項の規定により許可手数料の軽減
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している場合には、あらかじめその旨及び満たさなくなることが予定

される日を前記50－１⑴（前記61の５において準用する場合を含む。

この項及び次項において同じ。）の規定により届出を行った税関に申

し出るものとする。 

 

⑵ 事後に判明した場合 

手数料を軽減又は免除する要件を満たしていないことが、当該要件

を満たさないこととなった日以後に判明した場合には、速やかにその

旨及び満たさなくなった日を前記50－１⑴の規定により届出を行った

税関に申し出るものとする。 

 

⑶ 手数料の追徴 

⑵の申出があった場合又は税関の調査により手数料を軽減又は免除

する要件を満たしていないことが、当該要件を満たさないこととなっ

た日以後に判明した場合には、歳入徴収官事務規程（昭和27年大蔵省

令第141号）第７条第１項の規定により、当該満たさなくなった日に

遡って、軽減又は免除前の本来納付すべき手数料を徴収することとな

るので留意すること。 

 

 

（届出蔵置場等に係る手数料の軽減又は免除の取扱い） 

101－４ 手数料令第２条第４項に規定する届出蔵置場又は同令第３条第

３項に規定する届出工場に係る手数料の軽減又は免除の取扱いは、次に

よる。 

⑴ 届出蔵置場又は届出工場に係る手数料の軽減又は免除は、前記50－

１⑴又は61の５－１において準用する50－１⑴に規定する届出書に記

載された届出蔵置場又は届出工場としての業務を開始する日を起算日

として行うこととする。 

（削除） 

 

 

（削除） 

又は免除を受けている場所が、届出蔵置場又は届出工場となる要件を

満たさなくなることが事前に判明している場合には、あらかじめその

旨及び満たさなくなることが予定される日を前記50－１⑴（前記61の

５において準用する場合を含む。この項及び次項において同じ。）の

規定により届出を行った税関に申し出るものとする。 

⑵ 事後に判明した場合 

届出蔵置場又は届出工場となる要件を満たしていないことが、当該

要件を満たさないこととなった日以後に判明した場合には、速やかに

その旨及び満たさなくなった日を前記50－１⑴の規定により届出を行

った税関に申し出るものとする。 

 

⑶ 手数料の追徴 

⑵の申出があった場合又は税関の調査により届出蔵置場又は届出工

場となる要件を満たしていないことが、当該要件を満たさないことと

なった日以後に判明した場合には、歳入徴収官事務規程（昭和27年大

蔵省令第141号）第７条第１項の規定により、当該満たさなくなった

日に遡って、軽減又は免除前の本来納付すべき手数料を徴収すること

となるので留意すること。 

 

 

（届出蔵置場に係る取扱い） 

101－４ 手数料令第２条第４項に規定する届出蔵置場又は同令第３条第

３項に規定する届出工場に係る取扱いは、次による。 

⑴ 届出蔵置場又は届出工場に係る手数料の免除等は、以下の日を起算

日として行うこととする。 

 

 

 

イ 前記50－１⑴又は61 の５－１において準用する50－１⑴に規定

する届出書に記載された届出蔵置場又は届出工場としての業務を開

始する日 

ロ 下記⑵のロの日後に改善がなされ当該場所を所轄する税関の確認
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⑵ 前記101－３⑴若しくは⑵の申出がなされた場合又は⑶の税関の調

査により、手数料を軽減又は免除する要件を満たさないことが判明し

た場合には、当該要件を満たさなくなった日以降、改善がなされた日

（前記50－１⑴の規定により届出を行った税関の確認を受けた場合に

限る。）の前日までの間、手数料の軽減又は免除を行えないこととな

るので留意すること。 

 

を受けた場合において、当該改善がなされた日 

⑵ 前記101－３⑴若しくは⑵の申出がなされた場合又は⑶の税関の調

査が行われた場合において、届出蔵置場又は届出工場となる要件を満

たさないことが判明した場合には、当該満たさなくなった日以降、上

記⑴ロの改善が行われるまでの間、手数料の免除等は行えないことと

なるので留意すること。 

 

 


